
職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

九

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

三

号

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

題

名

の

次

に

次

の

目

次

及

び

章

名

を

付

す

る

。

目

次第

一

章

総

則

（

第

一

条

）

第

二

章

定

年

制

度

（

第

二

条

―

第

五

条

）

第

三

章

管

理

監

督

職

勤

務

上

限

年

齢

制

（

第

六

条

―

第

十

三

条

）

第

四

章

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

制

（

第

十

四

条

・

第

十

五

条

）

第

五

章

雑

則

（

第

十

六

条

）

付

則

第

一

章

総

則

第

一

条

中

「

）

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

及

び

第

二

十

八

条

の

三

」

を

「

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

及

び

第

二

項

、

第

二

十

二

条

の

五

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

二

、

第

二

十

八

条

の

五

、

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

並

び

に

第

二

十

八

条

の

七

」

に

改

め

、

同

条

の

次

に

次

の

章

名

を

付

す

る

。

第

二

章

定

年

制

度
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第

三

条

中

「

六

十

年

」

を

「

六

十

五

年

」

に

改

め

、

同

条

た

だ

し

書

を

削

る

。

第

四

条

第

一

項

中

「

と

き

は

、

そ

の

」

を

「

と

き

は

、

同

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

」

に

、

「

そ

の

職

員

を

当

該

」

を

「

当

該

職

員

を

当

該

定

年

退

職

日

に

お

い

て

従

事

し

て

い

る

」

に

、

「

引

き

続

い

て

」

を

「

引

き

続

き

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。

た

だ

し

、

第

九

条

の

規

定

に

よ

り

異

動

期

間

（

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

異

動

期

間

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

及

び

次

項

た

だ

し

書

に

お

い

て

同

じ

。

）

（

同

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

延

長

さ

れ

た

異

動

期

間

を

含

む

。

）

を

延

長

し

た

職

員

で

あ

つ

て

、

定

年

退

職

日

に

お

い

て

管

理

監

督

職

（

第

六

条

に

規

定

す

る

職

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

及

び

次

章

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

占

め

て

い

る

職

員

に

つ

い

て

は

、

第

九

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

異

動

期

間

を

延

長

し

た

場

合

で

あ

つ

て

、

引

き

続

き

勤

務

さ

せ

る

こ

と

に

つ

い

て

特

別

区

人

事

委

員

会

（

以

下

「

人

事

委

員

会

」

と

い

う

。

）

の

承

認

を

得

た

と

き

に

限

る

も

の

と

し

、

当

該

期

限

は

、

当

該

職

員

が

占

め

て

い

る

管

理

監

督

職

に

係

る

異

動

期

間

の

末

日

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

三

年

を

超

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

第

四

条

第

一

項

第

一

号

中

「

そ

の

」

を

「

当

該

」

に

改

め

、

「

に

よ

り

」

の

下

に

「

生

ず

る

欠

員

を

容

易

に

補

充

す

る

こ

と

が

で

き

ず

」

を

加

え

、

「

と

き

」

を

「

こ

と

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

、

そ

の

」

を

「

、

当

該

」

に

、

「

に

よ

る

」

を

「

に

よ

り

生

ず

る

」

に

、

「

で

き

な

い

と

き

」

を

「

で

き

ず

公

務

の

運

営

に

著

し

い

支

障

が

生

ず

る

こ

と

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

そ

の

」

を

「

当

該

」

に

、

「

と

き

」

を

「

こ

と

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

前

項

の

事

由

」

を
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「

前

項

各

号

に

掲

げ

る

事

由

」

に

、

「

存

す

る

」

を

「

あ

る

」

に

改

め

、

「

得

て

、

」

の

下

に

「

こ

れ

ら

の

期

限

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

」

を

加

え

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

そ

の

」

を

「

当

該

」

に

改

め

、

「

定

年

退

職

日

」

の

下

に

「

（

同

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

職

員

に

あ

つ

て

は

、

当

該

職

員

が

占

め

て

い

る

管

理

監

督

職

に

係

る

異

動

期

間

の

末

日

）

」

を

加

え

、

同

条

第

三

項

中

「

引

き

続

い

て

」

を

「

引

き

続

き

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

任

命

権

者

は

」

の

下

に

「

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

引

き

続

き

勤

務

す

る

こ

と

と

さ

れ

た

職

員

及

び

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

期

限

が

延

長

さ

れ

た

職

員

に

つ

い

て

」

を

加

え

、

「

第

一

項

の

事

由

が

存

し

な

く

な

つ

た

」

を

「

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

由

が

な

く

な

つ

た

」

に

、

「

そ

の

期

限

を

繰

り

上

げ

て

退

職

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

」

を

「

当

該

期

限

を

繰

り

上

げ

る

も

の

と

す

る

」

に

改

め

、

同

条

第

五

項

中

「

人

事

委

員

会

規

則

」

を

「

特

別

区

人

事

委

員

会

規

則

（

以

下

「

人

事

委

員

会

規

則

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

る

。

第

五

条

の

次

に

次

の

三

章

を

加

え

る

。

第

三

章

管

理

監

督

職

勤

務

上

限

年

齢

制

（

管

理

監

督

職

勤

務

上

限

年

齢

制

の

対

象

と

な

る

管

理

監

督

職

）

第

六

条

法

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

の

条

例

で

定

め

る

職

は

、

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

八

号

）

第

十

一

条

第

一

項

及

び

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

号

）

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

職

員

が

占

め

る

職

（

別

表

第

一

に

掲

げ

る

施

設

等

に

勤

務

す

る

医

師

及

び

歯

科

医

師

で

あ

つ

て

、

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

第

五

条

第

一

項

第

二

号

イ

に

規

定

す

る

医

療

職

給

料

表

㈠
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の

適

用

を

受

け

る

職

員

が

占

め

る

職

を

除

く

。

）

と

す

る

。

（

管

理

監

督

職

勤

務

上

限

年

齢

）

第

七

条

法

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

の

管

理

監

督

職

勤

務

上

限

年

齢

は

、

年

齢

六

十

年

と

す

る

。

（

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

行

う

に

当

た

つ

て

遵

守

す

べ

き

基

準

）

第

八

条

任

命

権

者

は

、

法

第

二

十

八

条

の

二

第

四

項

に

規

定

す

る

他

の

職

へ

の

降

任

等

（

以

下

こ

の

章

に

お

い

て

「

他

の

職

へ

の

降

任

等

」

と

い

う

。

）

を

行

う

に

当

た

つ

て

は

、

法

第

十

三

条

、

第

十

五

条

、

第

二

十

三

条

の

三

、

第

二

十

七

条

第

一

項

及

び

第

五

十

六

条

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

基

準

を

遵

守

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

当

該

職

員

の

人

事

評

価

の

結

果

又

は

勤

務

の

状

況

及

び

職

務

経

験

等

に

基

づ

き

、

降

任

又

は

転

任

（

降

給

を

伴

う

転

任

に

限

る

。

）

（

以

下

こ

の

条

及

び

第

十

二

条

に

お

い

て

「

降

任

等

」

と

い

う

。

）

を

し

よ

う

と

す

る

職

の

属

す

る

職

制

上

の

段

階

の

標

準

的

な

職

に

係

る

法

第

十

五

条

の

二

第

一

項

第

五

号

に

掲

げ

る

標

準

職

務

遂

行

能

力

（

次

条

第

三

項

に

お

い

て

「

標

準

職

務

遂

行

能

力

」

と

い

う

。

）

及

び

当

該

降

任

等

を

し

よ

う

と

す

る

職

に

つ

い

て

の

適

性

を

有

す

る

と

認

め

ら

れ

る

職

に

、

降

任

等

を

す

る

こ

と

。

二

人

事

の

計

画

そ

の

他

の

事

情

を

考

慮

し

た

上

で

、

管

理

監

督

職

以

外

の

職

又

は

管

理

監

督

職

勤

務

上

限

年

齢

が

当

該

職

員

の

年

齢

を

超

え

る

管

理

監

督

職

の

う

ち

、

で

き

る

限

り

上

位

の

職

制

上

の

段

階

に

属

す

る

職

に

、

降

任

等

を

す

る

こ

と

。

三

当

該

職

員

の

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

す

る

際

に

、

当

該

職

員

が

占

め

て

い

た

管

理

監

督

職
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が

属

す

る

職

制

上

の

段

階

よ

り

上

位

の

職

制

上

の

段

階

に

属

す

る

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

（

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

「

上

位

職

職

員

」

と

い

う

。

）

の

他

の

職

へ

の

降

任

等

も

す

る

場

合

に

は

、

第

一

号

に

掲

げ

る

基

準

に

従

つ

た

上

で

の

状

況

そ

の

他

の

事

情

を

考

慮

し

て

や

む

を

得

な

い

と

認

め

ら

れ

る

場

合

を

除

き

、

上

位

職

職

員

の

降

任

等

を

し

た

職

が

属

す

る

職

制

上

の

段

階

と

同

じ

職

制

上

の

段

階

又

は

当

該

職

制

上

の

段

階

よ

り

下

位

の

職

制

上

の

段

階

に

属

す

る

職

に

、

降

任

等

を

す

る

こ

と

。

（

管

理

監

督

職

勤

務

上

限

年

齢

に

よ

る

降

任

等

及

び

管

理

監

督

職

へ

の

任

用

の

制

限

の

特

例

）

第

九

条

任

命

権

者

は

、

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

す

べ

き

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

に

つ

い

て

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

職

員

が

占

め

る

管

理

監

督

職

に

係

る

異

動

期

間

（

当

該

管

理

監

督

職

に

係

る

管

理

監

督

職

勤

務

上

限

年

齢

に

達

し

た

日

の

翌

日

か

ら

同

日

以

後

に

お

け

る

最

初

の

四

月

一

日

ま

で

の

間

を

い

う

。

以

下

こ

の

章

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

末

日

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

超

え

な

い

期

間

内

（

当

該

期

間

内

に

定

年

退

職

日

が

あ

る

職

員

に

あ

つ

て

は

、

当

該

異

動

期

間

の

末

日

の

翌

日

か

ら

定

年

退

職

日

ま

で

の

期

間

内

。

第

三

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

で

当

該

異

動

期

間

を

延

長

し

、

引

き

続

き

当

該

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

に

、

当

該

管

理

監

督

職

を

占

め

た

ま

ま

勤

務

を

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

当

該

職

務

が

高

度

の

知

識

、

技

能

又

は

経

験

を

必

要

と

す

る

も

の

で

あ

る

た

め

、

当

該

職

員

の

他

の

職

へ

の

降

任

等

に

よ

り

生

ず

る

欠

員

を

容

易

に

補

充

す

る

こ

と

が

で

き

ず

公

務

の

運

営

に

著

し

い

支

障

が

生

ず

る

こ

と

。
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二

当

該

職

務

に

係

る

勤

務

環

境

そ

の

他

の

勤

務

条

件

に

特

殊

性

が

あ

る

た

め

、

当

該

職

員

の

他

の

職

へ

の

降

任

等

に

よ

り

生

ず

る

欠

員

を

容

易

に

補

充

す

る

こ

と

が

で

き

ず

公

務

の

運

営

に

著

し

い

支

障

が

生

ず

る

こ

と

。

三

当

該

職

務

を

担

当

す

る

者

の

交

替

が

当

該

業

務

の

遂

行

上

重

大

な

障

害

と

な

る

特

別

の

事

情

が

あ

る

た

め

、

当

該

職

員

の

他

の

職

へ

の

降

任

等

に

よ

り

公

務

の

運

営

に

著

し

い

支

障

が

生

ず

る

こ

と

。

２

任

命

権

者

は

、

前

項

又

は

こ

の

項

の

規

定

に

よ

り

異

動

期

間

（

こ

れ

ら

の

規

定

に

よ

り

延

長

さ

れ

た

期

間

を

含

む

。

）

が

延

長

さ

れ

た

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

に

つ

い

て

、

前

項

各

号

に

掲

げ

る

事

由

が

引

き

続

き

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

、

延

長

さ

れ

た

当

該

異

動

期

間

の

末

日

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

超

え

な

い

期

間

内

（

当

該

期

間

内

に

定

年

退

職

日

が

あ

る

職

員

に

あ

つ

て

は

、

延

長

さ

れ

た

当

該

異

動

期

間

の

末

日

の

翌

日

か

ら

定

年

退

職

日

ま

で

の

期

間

内

。

第

四

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

で

延

長

さ

れ

た

当

該

異

動

期

間

を

更

に

延

長

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

更

に

延

長

さ

れ

る

当

該

異

動

期

間

の

末

日

は

、

当

該

職

員

が

占

め

る

管

理

監

督

職

に

係

る

異

動

期

間

の

末

日

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

三

年

を

超

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

３

任

命

権

者

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

異

動

期

間

を

延

長

す

る

こ

と

が

で

き

る

場

合

を

除

き

、

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

す

べ

き

特

定

管

理

監

督

職

群

（

職

務

の

内

容

が

相

互

に

類

似

す

る

複

数

の

管

理

監

督

職

で

あ

つ

て

、

こ

れ

ら

の

欠

員

を

容

易

に

補

充

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

年

齢

別

構
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成

そ

の

他

の

特

別

の

事

情

が

あ

る

管

理

監

督

職

と

し

て

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

管

理

監

督

職

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

及

び

第

十

一

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

属

す

る

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

に

つ

い

て

、

当

該

特

定

管

理

監

督

職

群

に

属

す

る

管

理

監

督

職

の

属

す

る

職

制

上

の

段

階

の

標

準

的

な

職

に

係

る

標

準

職

務

遂

行

能

力

及

び

当

該

管

理

監

督

職

に

つ

い

て

の

適

性

を

有

す

る

と

認

め

ら

れ

る

職

員

（

当

該

管

理

監

督

職

に

係

る

管

理

監

督

職

勤

務

上

限

年

齢

に

達

し

た

職

員

を

除

く

。

）

の

数

が

当

該

管

理

監

督

職

の

数

に

満

た

な

い

等

の

事

情

が

あ

る

た

め

、

当

該

職

員

の

他

の

職

へ

の

降

任

等

に

よ

り

当

該

管

理

監

督

職

に

生

ず

る

欠

員

を

容

易

に

補

充

す

る

こ

と

が

で

き

ず

業

務

の

遂

行

に

重

大

な

障

害

が

生

ず

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

職

員

が

占

め

る

管

理

監

督

職

に

係

る

異

動

期

間

の

末

日

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

超

え

な

い

期

間

内

で

当

該

異

動

期

間

を

延

長

し

、

引

き

続

き

当

該

管

理

監

督

職

を

占

め

て

い

る

職

員

に

当

該

管

理

監

督

職

を

占

め

た

ま

ま

勤

務

を

さ

せ

、

又

は

当

該

職

員

を

当

該

管

理

監

督

職

が

属

す

る

特

定

管

理

監

督

職

群

の

他

の

管

理

監

督

職

に

降

任

さ

せ

、

若

し

く

は

転

任

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

４

任

命

権

者

は

、

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

異

動

期

間

（

こ

れ

ら

の

規

定

に

よ

り

延

長

さ

れ

た

期

間

を

含

む

。

）

が

延

長

さ

れ

た

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

に

つ

い

て

前

項

に

規

定

す

る

事

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

（

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

延

長

さ

れ

た

当

該

異

動

期

間

を

更

に

延

長

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

き

を

除

く

。

）

、

又

は

前

項

若

し

く

は

こ

の

項

の

規

定

に

よ

り

異

動

期

間

（

前

三

項

又

は

こ

の

項

の

規

定

に

よ

り

延

長

さ

れ

た

期

間

を

含

む

。

）

が

延

長

さ

れ

た

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

に

つ

い

て

前

項

に

規

定

す

る

事

由

が

引

き

続

き

あ

る

と
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認

め

る

と

き

は

、

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

、

延

長

さ

れ

た

当

該

異

動

期

間

の

末

日

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

超

え

な

い

期

間

内

で

延

長

さ

れ

た

当

該

異

動

期

間

を

更

に

延

長

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

異

動

期

間

が

延

長

さ

れ

た

管

理

監

督

職

に

組

織

の

変

更

等

が

あ

つ

た

場

合

）

第

十

条

前

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

異

動

期

間

が

延

長

さ

れ

た

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

が

、

組

織

の

変

更

等

に

よ

り

当

該

管

理

監

督

職

の

業

務

と

同

一

の

業

務

を

行

う

こ

と

を

そ

の

職

務

の

主

た

る

内

容

と

す

る

他

の

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

と

な

る

場

合

は

、

当

該

他

の

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

は

、

当

該

異

動

期

間

が

延

長

さ

れ

た

管

理

監

督

職

を

引

き

続

き

占

め

て

い

る

も

の

と

み

な

す

。

（

第

九

条

第

三

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

任

用

）

第

十

一

条

第

九

条

第

三

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

特

定

管

理

監

督

職

群

に

属

す

る

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

の

う

ち

い

ず

れ

を

そ

の

異

動

期

間

を

延

長

し

、

引

き

続

き

当

該

管

理

監

督

職

を

占

め

た

ま

ま

勤

務

を

さ

せ

、

又

は

当

該

管

理

監

督

職

が

属

す

る

特

定

管

理

監

督

職

群

の

他

の

管

理

監

督

職

に

降

任

さ

せ

、

若

し

く

は

転

任

さ

せ

る

か

は

、

任

命

権

者

が

、

人

事

評

価

の

結

果

、

人

事

の

計

画

そ

の

他

の

事

情

を

考

慮

し

た

上

で

、

最

も

適

任

と

認

め

ら

れ

る

職

員

を

、

公

正

に

判

断

し

て

定

め

る

も

の

と

す

る

。

（

異

動

期

間

の

延

長

等

に

係

る

職

員

の

同

意

）

第

十

二

条

任

命

権

者

は

、

第

九

条

各

項

の

規

定

に

よ

り

異

動

期

間

を

延

長

す

る

場

合

及

び

同

条
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第

三

項

の

規

定

に

よ

り

他

の

管

理

監

督

職

に

降

任

等

を

さ

せ

る

場

合

に

は

、

あ

ら

か

じ

め

そ

の

職

員

の

同

意

を

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

異

動

期

間

の

延

長

事

由

が

消

滅

し

た

場

合

の

措

置

）

第

十

三

条

任

命

権

者

は

、

第

九

条

の

規

定

に

よ

り

異

動

期

間

を

延

長

し

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

異

動

期

間

の

末

日

の

到

来

前

に

当

該

異

動

期

間

の

延

長

の

事

由

が

消

滅

し

た

と

き

は

、

そ

の

職

員

に

つ

い

て

、

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

さ

せ

る

も

の

と

す

る

。

第

四

章

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

制

第

十

四

条

任

命

権

者

は

、

年

齢

六

十

年

に

達

し

た

日

以

後

に

退

職

（

臨

時

的

に

任

用

さ

れ

る

職

員

そ

の

他

の

法

律

に

よ

り

任

期

を

定

め

て

任

用

さ

れ

る

職

員

及

び

非

常

勤

職

員

が

退

職

す

る

場

合

を

除

く

。

）

を

し

た

者

（

以

下

こ

の

章

に

お

い

て

「

年

齢

六

十

年

以

上

退

職

者

」

と

い

う

。

）

を

、

従

前

の

勤

務

実

績

そ

の

他

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

情

報

に

基

づ

く

選

考

に

よ

り

、

短

時

間

勤

務

の

職

（

当

該

職

を

占

め

る

職

員

の

一

週

間

当

た

り

の

通

常

の

勤

務

時

間

が

、

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

で

そ

の

職

務

が

当

該

短

時

間

勤

務

の

職

と

同

種

の

職

を

占

め

る

職

員

の

一

週

間

当

た

り

の

通

常

の

勤

務

時

間

に

比

し

短

い

時

間

で

あ

る

職

を

い

う

。

以

下

こ

の

章

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

採

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

年

齢

六

十

年

以

上

退

職

者

が

そ

の

者

を

採

用

し

よ

う

と

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

に

係

る

定

年

退

職

日

相

当

日

（

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員

が

、

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

で

そ

の

職

務

が

当

該

短

時

間

勤

務

の

職

と

同

種

の

職

を

占

め

て

い

る

も

の

と

し

た

場

合

に

お

け

る

定

年

退

職

日

を

い

う

。

）

を

経

過

し

た

者

で

あ

る

と

き
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は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

る

採

用

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

定

年

前

再

任

用

」

と

い

う

。

）

を

行

う

に

当

た

つ

て

は

、

法

第

十

三

条

に

定

め

る

平

等

取

扱

い

の

原

則

及

び

法

第

十

五

条

に

定

め

る

任

用

の

根

本

基

準

の

規

定

に

違

反

し

て

は

な

ら

な

い

。

３

年

齢

六

十

年

以

上

退

職

者

が

法

第

五

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

職

員

団

体

の

構

成

員

で

あ

つ

た

こ

と

そ

の

他

法

第

五

十

六

条

に

規

定

す

る

事

由

を

理

由

と

し

て

定

年

前

再

任

用

に

関

し

不

利

益

な

取

扱

い

を

し

て

は

な

ら

な

い

。

４

任

命

権

者

は

、

定

年

前

再

任

用

を

行

う

に

当

た

つ

て

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

定

年

前

再

任

用

を

さ

れ

る

こ

と

を

希

望

す

る

者

に

次

に

掲

げ

る

事

項

を

明

示

し

、

そ

の

同

意

を

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

当

該

者

の

定

年

前

再

任

用

ま

で

の

間

に

、

明

示

し

た

事

項

の

内

容

を

変

更

す

る

場

合

も

、

同

様

と

す

る

。

一

定

年

前

再

任

用

を

行

う

職

に

係

る

職

務

内

容

二

定

年

前

再

任

用

を

行

う

日

三

定

年

前

再

任

用

に

係

る

勤

務

地

四

定

年

前

再

任

用

を

さ

れ

た

場

合

の

給

与

五

定

年

前

再

任

用

を

さ

れ

た

場

合

の

一

週

間

当

た

り

の

勤

務

時

間

六

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

任

命

権

者

が

必

要

と

認

め

る

事

項

第

十

五

条

任

命

権

者

は

、

前

条

第

一

項

本

文

の

規

定

に

よ

る

ほ

か

、

組

合

（

特

別

区

人

事

・

厚



- 11 -

生

事

務

組

合

、

特

別

区

競

馬

組

合

及

び

東

京

二

十

三

区

清

掃

一

部

事

務

組

合

を

い

う

。

）

の

年

齢

六

十

年

以

上

退

職

者

を

、

従

前

の

勤

務

実

績

そ

の

他

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

情

報

に

基

づ

く

選

考

に

よ

り

、

短

時

間

勤

務

の

職

に

採

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

前

項

の

場

合

に

お

い

て

は

、

前

条

（

第

一

項

本

文

を

除

く

。

）

の

規

定

を

準

用

す

る

。

第

五

章

雑

則

（

人

事

委

員

会

規

則

へ

の

委

任

）

第

十

六

条

こ

の

条

例

の

実

施

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

。

付

則

に

次

の

見

出

し

及

び

三

項

を

加

え

る

。

（

定

年

に

関

す

る

経

過

措

置

）

４

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

十

三

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

お

け

る

第

三

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

六

十

五

年

」

と

あ

る

の

は

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

期

間

の

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

と

す

る

。

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

六

十

一

年

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

六

十

二

年

令

和

九

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

十

一

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

六

十

三

年
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令

和

十

一

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

十

三

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

六

十

四

年

５

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

四

年

九

月

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

三

号

）

に

よ

る

改

正

前

の

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

（

次

項

に

お

い

て

「

旧

条

例

」

と

い

う

。

）

第

三

条

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

職

員

に

つ

い

て

は

、

前

項

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

（

情

報

の

提

供

及

び

勤

務

の

意

思

の

確

認

）

６

任

命

権

者

は

、

当

分

の

間

、

職

員

（

臨

時

的

に

任

用

さ

れ

る

職

員

そ

の

他

の

法

律

に

よ

り

任

期

を

定

め

て

任

用

さ

れ

る

職

員

、

非

常

勤

職

員

及

び

旧

条

例

第

三

条

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

職

員

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

年

齢

六

十

年

に

達

す

る

日

の

属

す

る

年

度

の

前

年

度

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

情

報

の

提

供

及

び

勤

務

の

意

思

の

確

認

を

行

う

べ

き

年

度

」

と

い

う

。

）

（

情

報

の

提

供

及

び

勤

務

の

意

思

の

確

認

を

行

う

べ

き

年

度

に

職

員

で

な

か

つ

た

者

で

、

当

該

情

報

の

提

供

及

び

勤

務

の

意

思

の

確

認

を

行

う

べ

き

年

度

の

末

日

後

に

採

用

さ

れ

た

職

員

（

異

動

等

に

よ

り

情

報

の

提

供

及

び

勤

務

の

意

思

の

確

認

を

行

う

べ

き

年

度

の

末

日

を

経

過

す

る

こ

と

と

な

つ

た

職

員

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

末

日

経

過

職

員

」

と

い

う

。

）

を

除

く

。

）

に

あ

つ

て

は

当

該

職

員

が

採

用

さ

れ

た

日

か

ら

同

日

の

属

す

る

年

度

の

末

日

ま

で

の

期

間

、

末

日

経

過

職

員

に

あ

つ

て

は

当

該

職

員

の

異

動

等

の

日

か

ら

同

日

の

属

す

る

年

度

（

当
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該

日

が

年

度

の

初

日

で

あ

る

場

合

は

、

当

該

年

度

の

前

年

度

）

の

末

日

ま

で

の

期

間

）

に

お

い

て

、

当

該

職

員

に

対

し

、

当

該

職

員

が

年

齢

六

十

年

に

達

す

る

日

以

後

に

適

用

さ

れ

る

任

用

及

び

給

与

に

関

す

る

措

置

の

内

容

そ

の

他

の

必

要

な

情

報

を

提

供

す

る

も

の

と

す

る

と

と

も

に

、

同

日

の

翌

日

以

後

に

お

け

る

勤

務

の

意

思

を

確

認

す

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

別

表

第

一

中

「

別

表

第

一

」

を

「

別

表

第

一

（

第

六

条

関

係

）

」

に

改

め

る

。

別

表

第

二

中

「

別

表

第

二

」

を

「

別

表

第

二

（

付

則

第

二

項

関

係

）

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

第

一

条

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

付

則

第

三

条

及

び

第

十

三

条

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

職

員

の

再

任

用

に

関

す

る

条

例

の

廃

止

）

第

二

条

職

員

の

再

任

用

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

三

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

六

号

）

は

、

廃

止

す

る

。

（

準

備

行

為

）

第

三

条

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。

）

第

十

四

条

第

四

項

及

び

付

則

第

五

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

採

用

の

手

続

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

（

勤

務

延

長

に

関

す

る

経

過

措

置

）
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第

四

条

任

命

権

者

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

前

に

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

旧

条

例

」

と

い

う

。

）

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

勤

務

す

る

こ

と

と

さ

れ

、

か

つ

、

旧

条

例

勤

務

延

長

期

限

（

同

条

第

一

項

の

期

限

又

は

同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

延

長

さ

れ

た

期

限

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

施

行

日

以

後

に

到

来

す

る

職

員

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

旧

条

例

勤

務

延

長

職

員

」

と

い

う

。

）

に

つ

い

て

、

旧

条

例

勤

務

延

長

期

限

又

は

こ

の

項

の

規

定

に

よ

り

延

長

さ

れ

た

期

限

が

到

来

す

る

場

合

に

お

い

て

、

新

条

例

第

四

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

特

別

区

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

、

こ

れ

ら

の

期

限

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

当

該

期

限

を

延

長

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

当

該

期

限

は

、

当

該

旧

条

例

勤

務

延

長

職

員

に

係

る

旧

条

例

第

二

条

に

規

定

す

る

定

年

退

職

日

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

三

年

を

超

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

２

任

命

権

者

は

、

基

準

日

（

施

行

日

、

令

和

七

年

四

月

一

日

、

令

和

九

年

四

月

一

日

、

令

和

十

一

年

四

月

一

日

及

び

令

和

十

三

年

四

月

一

日

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

か

ら

基

準

日

の

翌

年

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

基

準

日

に

お

け

る

新

条

例

定

年

（

新

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

定

年

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

が

基

準

日

の

前

日

に

お

け

る

新

条

例

定

年

（

基

準

日

が

施

行

日

で

あ

る

場

合

に

は

、

施

行

日

の

前

日

に

お

け

る

旧

条

例

定

年

（

旧

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

定

年

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

）

を

超

え

る

職

（

基

準

日

に

お

け

る

新

条

例

定

年

が

新

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

定

年

で

あ

る

職

に

限

る

。

）

及

び

こ

れ

に

相

当

す

る

基

準

日

以
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後

に

設

置

さ

れ

た

職

そ

の

他

の

特

別

区

人

事

委

員

会

規

則

（

以

下

「

人

事

委

員

会

規

則

」

と

い

う

。

）

で

定

め

る

職

に

、

基

準

日

か

ら

基

準

日

の

翌

年

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

新

条

例

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

、

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

令

和

三

年

改

正

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

三

条

第

五

項

又

は

前

項

の

規

定

に

よ

り

勤

務

し

て

い

る

職

員

の

う

ち

、

基

準

日

の

前

日

に

お

い

て

同

日

に

お

け

る

当

該

職

に

係

る

新

条

例

定

年

（

基

準

日

が

施

行

日

で

あ

る

場

合

に

は

、

施

行

日

の

前

日

に

お

け

る

旧

条

例

定

年

）

に

達

し

て

い

る

職

員

（

当

該

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

職

に

あ

っ

て

は

、

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

職

員

）

を

、

昇

任

さ

せ

、

降

任

さ

せ

、

又

は

転

任

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

３

新

条

例

第

四

条

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

で

の

規

定

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

勤

務

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

（

定

年

退

職

者

等

の

再

任

用

に

関

す

る

経

過

措

置

）

第

五

条

任

命

権

者

は

、

次

に

掲

げ

る

者

の

う

ち

、

年

齢

六

十

五

年

に

達

す

る

日

以

後

に

お

け

る

最

初

の

三

月

三

十

一

日

（

以

下

こ

の

条

か

ら

付

則

第

八

条

ま

で

に

お

い

て

「

特

定

年

齢

到

達

年

度

の

末

日

」

と

い

う

。

）

ま

で

の

間

に

あ

る

者

で

あ

っ

て

、

当

該

者

を

採

用

し

よ

う

と

す

る

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

に

係

る

旧

条

例

定

年

（

施

行

日

以

後

に

新

た

に

設

置

さ

れ

た

職

及

び

施

行

日

以

後

に

組

織

の

変

更

等

に

よ

り

名

称

が

変

更

さ

れ

た

職

に

あ

っ

て

は

、

当

該

職

が

施

行

日

の

前

日

に

設

置

さ

れ

て

い

た

も

の

と

し

た

場

合

に

お

け

る

旧

条

例

定

年

に

準

じ

た

当

該

職

に

係

る
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年

齢

。

次

条

第

一

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

達

し

て

い

る

も

の

を

、

従

前

の

勤

務

実

績

そ

の

他

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

情

報

に

基

づ

く

選

考

に

よ

り

、

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

任

期

を

定

め

、

当

該

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

に

採

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

施

行

日

前

に

旧

条

例

第

二

条

の

規

定

に

よ

り

退

職

し

た

者

二

旧

条

例

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

、

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

三

条

第

五

項

又

は

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

勤

務

し

た

後

退

職

し

た

者

三

二

十

年

以

上

勤

続

し

て

施

行

日

前

に

退

職

し

た

者

（

前

二

号

に

掲

げ

る

者

を

除

く

。

）

で

あ

っ

て

、

当

該

退

職

の

日

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

五

年

を

経

過

す

る

日

ま

で

の

間

に

あ

る

も

の

四

二

十

年

以

上

勤

続

し

て

施

行

日

前

に

退

職

し

た

者

（

前

三

号

に

掲

げ

る

者

を

除

く

。

）

で

あ

っ

て

、

当

該

退

職

の

日

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

五

年

を

経

過

す

る

日

ま

で

の

間

に

、

旧

地

方

公

務

員

法

再

任

用

（

令

和

三

年

改

正

法

に

よ

る

改

正

前

の

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

す

る

こ

と

を

い

う

。

）

又

は

暫

定

再

任

用

（

こ

の

項

若

し

く

は

次

項

、

次

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

、

付

則

第

七

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

付

則

第

八

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

す

る

こ

と

を

い

う

。

次

項

第

六

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

さ

れ

た

こ

と

が

あ

る

も

の

２

令

和

十

四

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

任

命

権

者

は

、

次

に

掲

げ

る

者

の

う

ち

、

特

定

年



- 17 -

齢

到

達

年

度

の

末

日

ま

で

の

間

に

あ

る

者

で

あ

っ

て

、

当

該

者

を

採

用

し

よ

う

と

す

る

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

に

係

る

新

条

例

定

年

に

達

し

て

い

る

も

の

を

、

従

前

の

勤

務

実

績

そ

の

他

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

情

報

に

基

づ

く

選

考

に

よ

り

、

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

任

期

を

定

め

、

当

該

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

に

採

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

施

行

日

以

後

に

新

条

例

第

二

条

の

規

定

に

よ

り

退

職

し

た

者

二

施

行

日

以

後

に

新

条

例

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

勤

務

し

た

後

退

職

し

た

者

三

施

行

日

以

後

に

新

条

例

第

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

者

の

う

ち

、

令

和

三

年

改

正

法

に

よ

る

改

正

後

の

地

方

公

務

員

法

（

以

下

「

新

地

方

公

務

員

法

」

と

い

う

。

）

第

二

十

二

条

の

四

第

三

項

に

規

定

す

る

任

期

が

満

了

し

た

こ

と

に

よ

り

退

職

し

た

者

四

施

行

日

以

後

に

新

条

例

第

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

者

の

う

ち

、

新

地

方

公

務

員

法

第

二

十

二

条

の

五

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

新

地

方

公

務

員

法

第

二

十

二

条

の

四

第

三

項

に

規

定

す

る

任

期

が

満

了

し

た

こ

と

に

よ

り

退

職

し

た

者

五

二

十

年

以

上

勤

続

し

て

施

行

日

以

後

に

退

職

し

た

者

（

前

各

号

に

掲

げ

る

者

を

除

く

。

）

で

あ

っ

て

、

当

該

退

職

の

日

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

五

年

を

経

過

す

る

日

ま

で

の

間

に

あ

る

も

の

六

二

十

年

以

上

勤

続

し

て

施

行

日

以

後

に

退

職

し

た

者

（

前

各

号

に

掲

げ

る

者

を

除

く

。

）

で

あ

っ

て

、

当

該

退

職

の

日

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

五

年

を

経

過

す

る

日

ま

で

の

間

に

、

暫
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定

再

任

用

を

さ

れ

た

こ

と

が

あ

る

も

の

３

前

二

項

の

規

定

に

よ

る

採

用

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

暫

定

再

任

用

」

と

い

う

。

）

を

行

う

に

当

た

っ

て

は

、

地

方

公

務

員

法

（

以

下

こ

の

項

及

び

次

項

に

お

い

て

「

法

」

と

い

う

。

）

第

十

三

条

に

定

め

る

平

等

取

扱

い

の

原

則

及

び

法

第

十

五

条

に

定

め

る

任

用

の

根

本

基

準

の

規

定

に

違

反

し

て

は

な

ら

な

い

。

４

定

年

退

職

者

等

（

第

一

項

各

号

及

び

第

二

項

各

号

に

掲

げ

る

者

を

い

う

。

）

が

法

第

五

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

職

員

団

体

の

構

成

員

で

あ

っ

た

こ

と

そ

の

他

法

第

五

十

六

条

に

規

定

す

る

事

由

を

理

由

と

し

て

暫

定

再

任

用

に

関

し

不

利

益

な

取

扱

い

を

し

て

は

な

ら

な

い

。

５

任

命

権

者

は

、

暫

定

再

任

用

を

行

う

に

当

た

っ

て

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

暫

定

再

任

用

を

さ

れ

る

こ

と

を

希

望

す

る

者

に

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

明

示

す

る

も

の

と

す

る

。

一

暫

定

再

任

用

を

行

う

職

に

係

る

職

務

内

容

二

暫

定

再

任

用

を

行

う

日

及

び

任

期

の

末

日

三

暫

定

再

任

用

に

係

る

勤

務

地

四

暫

定

再

任

用

を

さ

れ

た

場

合

の

給

与

五

暫

定

再

任

用

を

さ

れ

た

場

合

の

一

週

間

当

た

り

の

勤

務

時

間

六

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

任

命

権

者

が

必

要

と

認

め

る

事

項

６

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

任

期

又

は

こ

の

項

の

規

定

に

よ

り

更

新

さ

れ

た

任

期

は

、

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

更

新

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

当

該

任

期

の

末

日

は

、

第

一

項
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若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

す

る

者

又

は

こ

の

項

の

規

定

に

よ

り

任

期

を

更

新

す

る

者

の

特

定

年

齢

到

達

年

度

の

末

日

以

前

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

７

暫

定

再

任

用

職

員

（

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

、

次

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

、

付

則

第

七

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

付

則

第

八

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

及

び

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

前

項

の

規

定

に

よ

る

任

期

の

更

新

は

、

当

該

暫

定

再

任

用

職

員

の

当

該

更

新

直

前

の

任

期

に

お

け

る

勤

務

実

績

が

、

当

該

暫

定

再

任

用

職

員

の

能

力

評

価

及

び

業

績

評

価

の

全

体

評

語

（

当

該

能

力

評

価

又

は

当

該

業

績

評

価

の

結

果

を

そ

れ

ぞ

れ

総

括

的

に

表

示

す

る

記

号

を

い

う

。

）

そ

の

他

勤

務

の

状

況

を

示

す

事

実

に

基

づ

き

良

好

で

あ

る

場

合

に

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

８

任

命

権

者

は

、

暫

定

再

任

用

職

員

の

任

期

を

更

新

す

る

場

合

に

は

、

あ

ら

か

じ

め

当

該

暫

定

再

任

用

職

員

の

同

意

を

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

六

条

任

命

権

者

は

、

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

ほ

か

、

組

合

（

新

条

例

第

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

組

合

を

い

う

。

次

項

及

び

付

則

第

八

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

お

け

る

前

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

者

の

う

ち

、

特

定

年

齢

到

達

年

度

の

末

日

ま

で

の

間

に

あ

る

者

で

あ

っ

て

、

当

該

者

を

採

用

し

よ

う

と

す

る

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

に

係

る

旧

条

例

定

年

に

達

し

て

い

る

も

の

を

、

従

前

の

勤

務

実

績

そ

の

他

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

情

報

に

基

づ

く

選

考

に

よ

り

、

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

任

期

を

定

め

、

当

該

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

に

採

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。



- 20 -

２

令

和

十

四

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

任

命

権

者

は

、

前

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

ほ

か

、

組

合

に

お

け

る

同

項

各

号

に

掲

げ

る

者

の

う

ち

、

特

定

年

齢

到

達

年

度

の

末

日

ま

で

の

間

に

あ

る

者

で

あ

っ

て

、

当

該

者

を

採

用

し

よ

う

と

す

る

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

に

係

る

新

条

例

定

年

に

達

し

て

い

る

も

の

を

、

従

前

の

勤

務

実

績

そ

の

他

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

情

報

に

基

づ

く

選

考

に

よ

り

、

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

任

期

を

定

め

、

当

該

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

に

採

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

３

前

二

項

の

場

合

に

お

い

て

は

、

前

条

第

三

項

か

ら

第

八

項

ま

で

の

規

定

を

準

用

す

る

。

第

七

条

任

命

権

者

は

、

新

地

方

公

務

員

法

第

二

十

二

条

の

四

第

四

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

付

則

第

五

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

者

の

う

ち

、

特

定

年

齢

到

達

年

度

の

末

日

ま

で

の

間

に

あ

る

者

で

あ

っ

て

、

当

該

者

を

採

用

し

よ

う

と

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

（

新

条

例

第

十

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

係

る

旧

条

例

定

年

相

当

年

齢

（

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員

が

、

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

で

そ

の

職

務

が

当

該

短

時

間

勤

務

の

職

と

同

種

の

職

を

占

め

て

い

る

も

の

と

し

た

場

合

に

お

け

る

旧

条

例

定

年

（

施

行

日

以

後

に

新

た

に

設

置

さ

れ

た

短

時

間

勤

務

の

職

及

び

施

行

日

以

後

に

組

織

の

変

更

等

に

よ

り

名

称

が

変

更

さ

れ

た

短

時

間

勤

務

の

職

に

あ

っ

て

は

、

当

該

職

が

施

行

日

の

前

日

に

設

置

さ

れ

て

い

た

も

の

と

し

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

職

を

占

め

る

職

員

が

、

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

で

そ

の

職

務

が

当

該

職

と

同

種

の

職

を

占

め

て

い

る

も

の

と

し

た

と

き

に

お

け

る

旧

条

例

定

年

に

準

じ

た

当

該

職

に

係

る

年

齢

）

を

い

う

。

次

条

第

一

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

達

し

て

い

る

も

の

を

、
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従

前

の

勤

務

実

績

そ

の

他

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

情

報

に

基

づ

く

選

考

に

よ

り

、

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

任

期

を

定

め

、

当

該

短

時

間

勤

務

の

職

に

採

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

令

和

十

四

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

任

命

権

者

は

、

新

地

方

公

務

員

法

第

二

十

二

条

の

四

第

四

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

付

則

第

五

条

第

二

項

各

号

に

掲

げ

る

者

の

う

ち

、

特

定

年

齢

到

達

年

度

の

末

日

ま

で

の

間

に

あ

る

者

で

あ

っ

て

、

当

該

者

を

採

用

し

よ

う

と

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

に

係

る

新

条

例

定

年

相

当

年

齢

（

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員

が

、

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

で

そ

の

職

務

が

当

該

短

時

間

勤

務

の

職

と

同

種

の

職

を

占

め

て

い

る

も

の

と

し

た

場

合

に

お

け

る

新

条

例

定

年

を

い

う

。

次

条

第

二

項

及

び

付

則

第

十

二

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

達

し

て

い

る

も

の

（

新

条

例

第

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

短

時

間

勤

務

の

職

に

採

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

を

除

く

。

）

を

、

従

前

の

勤

務

実

績

そ

の

他

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

情

報

に

基

づ

く

選

考

に

よ

り

、

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

任

期

を

定

め

、

当

該

短

時

間

勤

務

の

職

に

採

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

３

前

二

項

の

場

合

に

お

い

て

は

、

付

則

第

五

条

第

三

項

か

ら

第

八

項

ま

で

の

規

定

を

準

用

す

る

。

第

八

条

任

命

権

者

は

、

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

ほ

か

、

新

地

方

公

務

員

法

第

二

十

二

条

の

五

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

新

地

方

公

務

員

法

第

二

十

二

条

の

四

第

四

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

組

合

に

お

け

る

付

則

第

五

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

者

の

う

ち

、

特

定

年

齢

到

達

年

度

の

末

日

ま

で

の

間

に

あ

る

者

で

あ

っ

て

、

当

該

者

を

採

用

し

よ

う

と

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

に

係

る

旧

条

例

定

年

相

当

年

齢

に

達

し

て

い

る

も

の

を

、

従

前

の

勤

務

実

績

そ

の

他

の

人

事

委

員
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会

規

則

で

定

め

る

情

報

に

基

づ

く

選

考

に

よ

り

、

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

任

期

を

定

め

、

当

該

短

時

間

勤

務

の

職

に

採

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

令

和

十

四

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

任

命

権

者

は

、

前

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

ほ

か

、

新

地

方

公

務

員

法

第

二

十

二

条

の

五

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

新

地

方

公

務

員

法

第

二

十

二

条

の

四

第

四

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

組

合

に

お

け

る

付

則

第

五

条

第

二

項

各

号

に

掲

げ

る

者

の

う

ち

、

特

定

年

齢

到

達

年

度

の

末

日

ま

で

の

間

に

あ

る

者

で

あ

っ

て

、

当

該

者

を

採

用

し

よ

う

と

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

に

係

る

新

条

例

定

年

相

当

年

齢

に

達

し

て

い

る

も

の

（

新

条

例

第

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

短

時

間

勤

務

の

職

に

採

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

を

除

く

。

）

を

、

従

前

の

勤

務

実

績

そ

の

他

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

情

報

に

基

づ

く

選

考

に

よ

り

、

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

任

期

を

定

め

、

当

該

短

時

間

勤

務

の

職

に

採

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

３

前

二

項

の

場

合

に

お

い

て

は

、

付

則

第

五

条

第

三

項

か

ら

第

八

項

ま

で

の

規

定

を

準

用

す

る

。

（

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

八

条

第

三

項

の

条

例

で

定

め

る

職

及

び

年

齢

）

第

九

条

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

八

条

第

三

項

の

条

例

で

定

め

る

職

は

、

次

に

掲

げ

る

職

と

す

る

。

一

施

行

日

以

後

に

新

た

に

設

置

さ

れ

た

職

二

施

行

日

以

後

に

組

織

の

変

更

等

に

よ

り

名

称

が

変

更

さ

れ

た

職

２

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

八

条

第

三

項

の

条

例

で

定

め

る

年

齢

は

、

前

項

に

規

定

す

る

職

が
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施

行

日

の

前

日

に

設

置

さ

れ

て

い

た

も

の

と

し

た

場

合

に

お

け

る

旧

条

例

定

年

に

準

じ

た

当

該

職

に

係

る

年

齢

と

す

る

。

（

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

八

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

新

地

方

公

務

員

法

第

二

十

二

条

の

四

第

四

項

の

条

例

で

定

め

る

職

及

び

年

齢

）

第

十

条

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

四

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

規

定

が

適

用

さ

れ

る

場

合

に

お

け

る

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

八

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

新

地

方

公

務

員

法

第

二

十

二

条

の

四

第

四

項

の

条

例

で

定

め

る

職

は

、

次

に

掲

げ

る

職

と

す

る

。

一

施

行

日

以

後

に

新

た

に

設

置

さ

れ

た

短

時

間

勤

務

の

職

二

施

行

日

以

後

に

組

織

の

変

更

等

に

よ

り

名

称

が

変

更

さ

れ

た

短

時

間

勤

務

の

職

２

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

四

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

規

定

が

適

用

さ

れ

る

場

合

に

お

け

る

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

八

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

新

地

方

公

務

員

法

第

二

十

二

条

の

四

第

四

項

の

条

例

で

定

め

る

年

齢

は

、

前

項

に

規

定

す

る

職

が

施

行

日

の

前

日

に

設

置

さ

れ

て

い

た

も

の

と

し

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

職

を

占

め

る

職

員

が

、

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

で

そ

の

職

務

が

同

項

に

規

定

す

る

職

と

同

種

の

職

を

占

め

て

い

る

も

の

と

し

た

と

き

に

お

け

る

旧

条

例

定

年

に

準

じ

た

同

項

に

規

定

す

る

職

に

係

る

年

齢

と

す

る

。

（

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

八

条

第

五

項

の

条

例

で

定

め

る

職

並

び

に

条

例

で

定

め

る

者

及

び

職

員

）

第

十

一

条

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

八

条

第

五

項

の

条

例

で

定

め

る

職

は

、

次

に

掲

げ

る

職

の
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う

ち

、

当

該

職

が

基

準

日

（

付

則

第

五

条

か

ら

第

八

条

ま

で

の

規

定

が

適

用

さ

れ

る

間

に

お

け

る

各

年

の

四

月

一

日

（

施

行

日

を

除

く

。

）

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

前

日

に

設

置

さ

れ

て

い

た

も

の

と

し

た

場

合

に

お

い

て

、

基

準

日

に

お

け

る

新

条

例

定

年

が

基

準

日

の

前

日

に

お

け

る

新

条

例

定

年

を

超

え

る

職

と

す

る

。

一

基

準

日

以

後

に

新

た

に

設

置

さ

れ

た

職

（

短

時

間

勤

務

の

職

を

含

む

。

）

二

基

準

日

以

後

に

組

織

の

変

更

等

に

よ

り

名

称

が

変

更

さ

れ

た

職

（

短

時

間

勤

務

の

職

を

含

む

。

）

２

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

八

条

第

五

項

の

条

例

で

定

め

る

者

は

、

前

項

に

規

定

す

る

職

が

基

準

日

の

前

日

に

設

置

さ

れ

て

い

た

も

の

と

し

た

場

合

に

お

い

て

、

同

日

に

お

け

る

当

該

職

に

係

る

新

条

例

定

年

に

達

し

て

い

る

者

と

す

る

。

３

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

八

条

第

五

項

の

条

例

で

定

め

る

職

員

は

、

第

一

項

に

規

定

す

る

職

が

基

準

日

の

前

日

に

設

置

さ

れ

て

い

た

も

の

と

し

た

場

合

に

お

い

て

、

同

日

に

お

け

る

当

該

職

に

係

る

新

条

例

定

年

に

達

し

て

い

る

職

員

と

す

る

。

（

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

に

関

す

る

経

過

措

置

）

第

十

二

条

任

命

権

者

は

、

基

準

日

（

令

和

七

年

四

月

一

日

、

令

和

九

年

四

月

一

日

、

令

和

十

一

年

四

月

一

日

及

び

令

和

十

三

年

四

月

一

日

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

か

ら

基

準

日

の

翌

年

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

基

準

日

に

お

け

る

新

条

例

定

年

相

当

年

齢

が

基

準

日

の

前

日

に

お

け

る

新

条

例

定

年

相

当

年

齢

を

超

え

る

短

時

間

勤

務

の

職

（

基

準

日

に

お

け

る
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新

条

例

定

年

相

当

年

齢

が

新

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

定

年

で

あ

る

短

時

間

勤

務

の

職

に

限

る

。

）

及

び

こ

れ

に

相

当

す

る

基

準

日

以

後

に

設

置

さ

れ

た

短

時

間

勤

務

の

職

そ

の

他

の

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

短

時

間

勤

務

の

職

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

新

条

例

原

則

定

年

相

当

年

齢

引

上

げ

短

時

間

勤

務

職

」

と

い

う

。

）

に

、

基

準

日

の

前

日

ま

で

に

新

条

例

第

十

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

年

齢

六

十

年

以

上

退

職

者

と

な

っ

た

者

（

基

準

日

前

か

ら

新

条

例

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

勤

務

し

た

後

基

準

日

以

後

に

退

職

を

し

た

者

を

含

む

。

）

の

う

ち

基

準

日

の

前

日

に

お

い

て

同

日

に

お

け

る

当

該

新

条

例

原

則

定

年

相

当

年

齢

引

上

げ

短

時

間

勤

務

職

に

係

る

新

条

例

定

年

相

当

年

齢

に

達

し

て

い

る

者

（

当

該

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

短

時

間

勤

務

の

職

に

あ

っ

て

は

、

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

者

）

を

、

新

条

例

第

十

四

条

第

一

項

又

は

第

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

す

る

こ

と

が

で

き

ず

、

新

条

例

原

則

定

年

相

当

年

齢

引

上

げ

短

時

間

勤

務

職

に

、

新

条

例

第

十

四

条

第

一

項

又

は

第

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

）

の

う

ち

基

準

日

の

前

日

に

お

い

て

同

日

に

お

け

る

当

該

新

条

例

原

則

定

年

相

当

年

齢

引

上

げ

短

時

間

勤

務

職

に

係

る

新

条

例

定

年

相

当

年

齢

に

達

し

て

い

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

（

当

該

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

短

時

間

勤

務

の

職

に

あ

っ

て

は

、

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

）

を

、

昇

任

さ

せ

、

降

任

さ

せ

、

又

は

転

任

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

（

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

二

条

第

三

項

の

条

例

で

定

め

る

年

齢

）
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第

十

三

条

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

二

条

第

三

項

の

条

例

で

定

め

る

年

齢

は

、

年

齢

六

十

年

と

す

る

。



東

京

都

北

区

人

事

行

政

の

運

営

等

の

状

況

の

公

表

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

九

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

四

号

東

京

都

北

区

人

事

行

政

の

運

営

等

の

状

況

の

公

表

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

人

事

行

政

の

運

営

等

の

状

況

の

公

表

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

七

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

中

「

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



公

益

的

法

人

等

へ

の

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

九

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

五

号

公

益

的

法

人

等

へ

の

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

公

益

的

法

人

等

へ

の

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

六

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

第

一

項

第

十

号

を

削

り

、

同

条

第

二

項

第

一

号

中

「

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

て

い

る

職

員

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員

（

次

号

に

お

い

て

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

二

項

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

引

き

続

い

て

」

を

「

引

き

続

き

」

に

改

め

、

同

項

中

第

四

号

を

第

五

号

と

し

、

第

三

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

四

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

第

九

条

の

規

定

に

よ

り

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

異

動

期

間

（

同

条

の

規

定

に

よ

り

延

長

さ

れ

た

期

間

を

含

む

。

）

を

延

長

さ

れ

た

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

二

条

第

一

項

第

十

号

を
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削

る

改

正

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

暫

定

再

任

用

常

時

勤

務

職

員

（

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

五

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

を

い

う

。

）

に

つ

い

て

は

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

公

益

的

法

人

等

へ

の

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

条

例

第

二

条

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

し

て

、

同

条

例

の

規

定

を

適

用

す

る

。



外

国

の

地

方

公

共

団

体

の

機

関

等

に

派

遣

さ

れ

る

職

員

の

処

遇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

九

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

六

号

外

国

の

地

方

公

共

団

体

の

機

関

等

に

派

遣

さ

れ

る

職

員

の

処

遇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

外

国

の

地

方

公

共

団

体

の

機

関

等

に

派

遣

さ

れ

る

職

員

の

処

遇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

六

年

九

月

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

第

一

項

中

「

又

は

次

に

」

を

「

、

又

は

次

に

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

第

四

号

中

「

引

き

続

い

て

」

を

「

引

き

続

き

」

に

改

め

、

同

項

中

第

五

号

を

第

六

号

と

し

、

第

四

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

五

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

第

九

条

の

規

定

に

よ

り

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

異

動

期

間

（

同

条

の

規

定

に

よ

り

延

長

さ

れ

た

期

間

を

含

む

。

）

を

延

長

さ

れ

た

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

付

則

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

九

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

七

号

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

第

三

項

中

「

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

第

三

条

第

一

項

た

だ

し

書

、

第

四

条

、

第

五

条

第

二

項

、

第

十

三

条

第

一

項

及

び

第

十

八

条

第

二

項

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

九

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

八

号

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

第

三

項

中

「

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

、

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

第

四

条

第

一

項

た

だ

し

書

、

第

五

条

、

第

六

条

第

二

項

及

び

第

十

五

条

第

一

項

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

九

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

九

号

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

四

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

第

二

号

中

「

引

き

続

い

て

」

を

「

引

き

続

き

」

に

改

め

、

同

条

第

三

号

中

「

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

非

常

勤

職

員

」

を

「

非

常

勤

職

員

で

あ

つ

て

、

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

も

の

」

に

改

め

、

同

号

イ

⑴

中

「

第

二

条

の

四

」

を

「

当

該

子

の

出

生

の

日

か

ら

第

三

条

の

二

に

規

定

す

る

期

間

内

に

育

児

休

業

を

し

よ

う

と

す

る

場

合

に

あ

つ

て

は

当

該

期

間

の

末

日

か

ら

六

月

を

経

過

す

る

日

、

第

二

条

の

四

」

に

、

「

、

二

歳

」

を

「

当

該

子

が

二

歳

」

に

改

め

、

同

号

ロ

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

ロ

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

非

常

勤

職

員

⑴

そ

の

養

育

す

る

子

が

一

歳

に

達

す

る

日

（

以

下

「

一

歳

到

達

日

」

と

い

う

。

）

（

当

該

子

に

つ

い

て

当

該

非

常

勤

職

員

が

第

二

条

の

三

第

二

号

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

し

て

す

る

育

児

休

業

の

期

間

の

末

日

と

さ

れ

た

日

が

当

該

子

の

一

歳

到

達

日

後

で

あ

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

末

日

と

さ

れ

た

日

。

以

下

こ

の

⑴

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

お

い

て

育

児

休

業

を

し

て

い

る

非

常

勤

職

員

で

あ

つ

て

、

同

条

第

三

号

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

し

て

当

該

子

の

一

歳

到

達

日

の

翌

日

を

育

児

休

業

の

期

間

の

初

日

と

す

る

育

児

休

業

を

し

よ

う

と

す

る

も

の
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⑵

そ

の

任

期

の

末

日

を

育

児

休

業

の

期

間

の

末

日

と

す

る

育

児

休

業

を

し

て

い

る

非

常

勤

職

員

で

あ

つ

て

、

当

該

任

期

を

更

新

さ

れ

、

又

は

当

該

任

期

の

満

了

後

引

き

続

い

て

特

定

職

に

採

用

さ

れ

る

こ

と

に

伴

い

、

当

該

育

児

休

業

に

係

る

子

に

つ

い

て

、

当

該

更

新

前

の

任

期

の

末

日

の

翌

日

又

は

当

該

採

用

の

日

を

育

児

休

業

の

期

間

の

初

日

と

す

る

育

児

休

業

を

し

よ

う

と

す

る

も

の

第

二

条

第

三

号

ハ

を

削

り

、

同

号

を

同

条

第

四

号

と

し

、

同

条

第

二

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

三

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

第

九

条

の

規

定

に

よ

り

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

異

動

期

間

（

同

条

の

規

定

に

よ

り

延

長

さ

れ

た

期

間

を

含

む

。

）

を

延

長

さ

れ

た

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

第

二

条

の

三

第

三

号

イ

及

び

ロ

以

外

の

部

分

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

一

歳

か

ら

一

歳

六

か

月

に

達

す

る

ま

で

の

子

を

養

育

す

る

非

常

勤

職

員

が

、

次

に

掲

げ

る

場

合

の

い

ず

れ

に

も

該

当

す

る

場

合

（

当

該

子

に

つ

い

て

こ

の

号

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

し

て

育

児

休

業

を

し

て

い

る

場

合

で

あ

つ

て

第

三

条

第

七

号

に

掲

げ

る

事

情

に

該

当

す

る

と

き

は

ロ

及

び

ハ

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

す

る

場

合

、

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

特

別

の

事

情

が

あ

る

場

合

に

あ

つ

て

は

ハ

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

す

る

場

合

）

当

該

子

の

一

歳

六

か

月

到

達

日

第

二

条

の

三

第

三

号

中

ロ

を

ハ

と

し

、

同

号

イ

中

「

非

常

勤

職

員

が

す

る

」

を

「

非

常

勤

職

員
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が

前

号

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

し

て

す

る

」

に

、

「

配

偶

者

が

す

る

」

を

「

配

偶

者

が

同

号

に

掲

げ

る

場

合

又

は

こ

れ

に

相

当

す

る

場

合

に

該

当

し

て

す

る

」

に

改

め

、

同

号

イ

を

同

号

ロ

と

し

、

同

号

に

イ

と

し

て

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

イ

当

該

非

常

勤

職

員

が

当

該

子

の

一

歳

到

達

日

（

当

該

非

常

勤

職

員

が

前

号

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

し

て

す

る

育

児

休

業

又

は

当

該

非

常

勤

職

員

の

配

偶

者

が

同

号

に

掲

げ

る

場

合

若

し

く

は

こ

れ

に

相

当

す

る

場

合

に

該

当

し

て

す

る

地

方

等

育

児

休

業

の

期

間

の

末

日

と

さ

れ

た

日

が

当

該

子

の

一

歳

到

達

日

後

で

あ

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

末

日

と

さ

れ

た

日

（

当

該

育

児

休

業

の

期

間

の

末

日

と

さ

れ

た

日

と

当

該

地

方

等

育

児

休

業

の

期

間

の

末

日

と

さ

れ

た

日

が

異

な

る

と

き

は

、

そ

の

い

ず

れ

か

の

日

）

）

の

翌

日

（

当

該

配

偶

者

が

こ

の

号

に

掲

げ

る

場

合

又

は

こ

れ

に

相

当

す

る

場

合

に

該

当

し

て

地

方

等

育

児

休

業

を

す

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

地

方

等

育

児

休

業

の

期

間

の

末

日

と

さ

れ

た

日

の

翌

日

以

前

の

日

）

を

育

児

休

業

の

期

間

の

初

日

と

す

る

育

児

休

業

を

し

よ

う

と

す

る

場

合

第

二

条

の

三

第

三

号

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

ニ

当

該

子

に

つ

い

て

、

当

該

非

常

勤

職

員

が

当

該

子

の

一

歳

到

達

日

（

当

該

非

常

勤

職

員

が

前

号

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

し

て

す

る

育

児

休

業

の

期

間

の

末

日

と

さ

れ

た

日

が

当

該

子

の

一

歳

到

達

日

後

で

あ

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

末

日

と

さ

れ

た

日

）

後

の

期

間

に

お

い

て

こ

の

号

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

し

て

育

児

休

業

を

し

た

こ

と

が

な

い

場

合

第

二

条

の

四

各

号

列

記

以

外

の

部

分

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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育

児

休

業

法

第

二

条

第

一

項

の

条

例

で

定

め

る

場

合

は

、

一

歳

六

か

月

か

ら

二

歳

に

達

す

る

ま

で

の

子

を

養

育

す

る

非

常

勤

職

員

が

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

い

ず

れ

に

も

該

当

す

る

場

合

（

当

該

子

に

つ

い

て

こ

の

条

の

規

定

に

該

当

し

て

育

児

休

業

を

し

て

い

る

場

合

で

あ

つ

て

次

条

第

七

号

に

掲

げ

る

事

情

に

該

当

す

る

と

き

は

第

二

号

及

び

第

三

号

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

す

る

場

合

、

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

特

別

の

事

情

が

あ

る

場

合

に

あ

つ

て

は

第

三

号

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

す

る

場

合

）

と

す

る

。

第

二

条

の

四

中

第

二

号

を

第

三

号

と

し

、

第

一

号

を

第

二

号

と

し

、

同

条

に

第

一

号

と

し

て

次

の

一

号

を

加

え

る

。

一

当

該

非

常

勤

職

員

が

当

該

子

の

一

歳

六

か

月

到

達

日

の

翌

日

（

当

該

非

常

勤

職

員

の

配

偶

者

が

こ

の

条

の

規

定

に

該

当

し

、

又

は

こ

れ

に

相

当

す

る

場

合

に

該

当

し

て

地

方

等

育

児

休

業

を

す

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

地

方

等

育

児

休

業

の

期

間

の

末

日

と

さ

れ

た

日

の

翌

日

以

前

の

日

）

を

育

児

休

業

の

期

間

の

初

日

と

す

る

育

児

休

業

を

し

よ

う

と

す

る

場

合

第

二

条

の

四

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

四

当

該

子

に

つ

い

て

、

当

該

非

常

勤

職

員

が

当

該

子

の

一

歳

六

か

月

到

達

日

後

の

期

間

に

お

い

て

こ

の

条

の

規

定

に

該

当

し

て

育

児

休

業

を

し

た

こ

と

が

な

い

場

合

第

二

条

の

五

を

削

る

。

第

三

条

中

第

五

号

を

削

り

、

第

六

号

を

第

五

号

と

し

、

同

条

第

七

号

中

「

第

二

条

の

四

」

を

「

前

条

」

に

改

め

、

同

号

を

同

条

第

六

号

と

し

、

同

条

第

八

号

中

「

そ

の

任

期

」

を

「

任

期

を

定



- 5 -

め

て

採

用

さ

れ

た

職

員

で

あ

つ

て

、

当

該

任

期

」

に

、

「

非

常

勤

職

員

」

を

「

も

の

」

に

、

「

育

児

休

業

に

係

る

子

に

つ

い

て

、

当

該

任

期

が

」

を

「

任

期

を

」

に

、

「

に

特

定

職

に

引

き

続

き

」

を

「

引

き

続

い

て

特

定

職

に

」

に

、

「

当

該

任

期

の

末

日

」

を

「

当

該

育

児

休

業

に

係

る

子

に

つ

い

て

、

当

該

更

新

前

の

任

期

の

末

日

」

に

、

「

当

該

引

き

続

き

採

用

さ

れ

る

」

を

「

当

該

採

用

の

」

に

改

め

、

同

号

を

同

条

第

七

号

と

し

、

同

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

育

児

休

業

法

第

二

条

第

一

項

第

一

号

の

人

事

院

規

則

で

定

め

る

期

間

を

基

準

と

し

て

条

例

で

定

め

る

期

間

）

第

三

条

の

二

育

児

休

業

法

第

二

条

第

一

項

第

一

号

の

人

事

院

規

則

で

定

め

る

期

間

を

基

準

と

し

て

条

例

で

定

め

る

期

間

は

、

五

十

七

日

間

と

す

る

。

第

七

条

第

二

号

中

「

引

き

続

い

て

」

を

「

引

き

続

き

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

三

第

二

条

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

第

十

四

条

第

二

号

中

「

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

四

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

規

定

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

一

付

則

第

三

項

及

び

第

四

項

の

規

定

公

布

の

日
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二

第

二

条

第

二

号

の

改

正

規

定

、

同

条

第

三

号

を

同

条

第

四

号

と

し

、

同

条

第

二

号

の

次

に

一

号

を

加

え

る

改

正

規

定

、

第

七

条

第

二

号

の

改

正

規

定

、

同

条

に

一

号

を

加

え

る

改

正

規

定

及

び

第

十

四

条

第

二

号

の

改

正

規

定

令

和

五

年

四

月

一

日

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

前

に

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

第

三

条

第

一

項

第

五

号

に

規

定

す

る

書

面

に

よ

り

任

命

権

者

に

申

し

出

た

職

員

に

対

す

る

同

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

（

施

行

前

の

準

備

）

３

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

法

律

及

び

育

児

休

業

、

介

護

休

業

等

育

児

又

は

家

族

介

護

を

行

う

労

働

者

の

福

祉

に

関

す

る

法

律

及

び

雇

用

保

険

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

四

年

法

律

第

三

十

五

号

）

に

よ

る

改

正

前

の

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

三

年

法

律

第

百

十

号

）

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

育

児

休

業

を

し

た

こ

と

が

あ

る

職

員

か

ら

の

育

児

休

業

の

承

認

の

請

求

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

４

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

第

二

条

第

四

号

イ

、

第

二

条

の

三

第

三

号

、

第

二

条

の

四

又

は

第

三

条

第

七

号

に

新

た

に

該

当

す

る

者

か

ら

の

育

児

休

業

の

承

認

の

請

求

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。



職

員

の

懲

戒

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

九

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

号

職

員

の

懲

戒

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

職

員

の

懲

戒

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

中

「

範

囲

で

」

の

下

に

「

そ

の

発

令

の

日

に

受

け

る

」

を

、

「

地

方

公

務

員

法

」

の

下

に

「

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

」

を

、

「

除

く

。

）

」

の

下

に

「

と

す

る

。

以

下

同

じ

。

」

を

加

え

、

同

条

に

後

段

と

し

て

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

減

ず

る

額

が

現

に

受

け

る

給

料

の

五

分

の

一

に

相

当

す

る

額

を

超

え

る

と

き

は

、

当

該

額

を

減

ず

る

も

の

と

す

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

非

常

勤

職

員

の

報

酬

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

九

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

一

号

東

京

都

北

区

非

常

勤

職

員

の

報

酬

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

非

常

勤

職

員

の

報

酬

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

一

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

中

「

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

二

項

」

を

「

同

法

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

九

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

二

号

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

六

条

第

七

項

中

「

当

該

職

員

」

を

「

そ

の

者

」

に

、

「

が

職

員

」

を

「

が

そ

の

者

」

に

改

め

、

同

条

第

八

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

８

地

方

公

務

員

法

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

又

は

第

二

十

二

条

の

五

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

）

の

給

料

月

額

は

、

そ

の

者

に

適

用

さ

れ

る

給

料

表

の

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

の

欄

に

掲

げ

る

基

準

給

料

月

額

の

う

ち

、

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

に

応

じ

た

額

に

、

勤

務

時

間

条

例

第

二

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

そ

の

者

の

勤

務

時

間

を

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

勤

務

時

間

で

除

し

て

得

た

数

を

乗

じ

て

得

た

額

と

す

る

。

第

六

条

の

三

を

削

る

。

第

二

十

一

条

第

四

項

及

び

第

二

十

五

条

第

二

号

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

第

三

十

一

条

第

三

項

及

び

第

三

十

二

条

第

三

項

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

第

三

十

三

条

第

二

項

中

「

、

第

十

九

条

及

び

次

条

」

を

「

及

び

第

十

九

条

」

に

、

「

再

任

用

職
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員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

付

則

第

十

二

項

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

、

「

同

表

の

」

を

「

第

六

条

第

八

項

の

規

定

に

よ

り

算

出

し

た

」

に

改

め

る

。

付

則

に

次

の

八

項

を

加

え

る

。

当

分

の

間

、

職

員

の

給

料

月

額

は

、

そ

の

者

が

六

十

歳

に

達

し

た

日

後

に

お

け

る

最

初

の

四

14

月

一

日

（

付

則

第

十

六

項

に

お

い

て

「

特

定

日

」

と

い

う

。

）

以

後

、

そ

の

者

に

適

用

さ

れ

る

給

料

表

の

給

料

月

額

の

う

ち

、

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

及

び

受

け

る

号

給

に

応

じ

た

額

（

こ

の

条

例

そ

の

他

の

条

例

の

規

定

に

よ

り

、

そ

の

者

に

つ

き

当

該

号

給

に

応

じ

た

額

と

異

な

る

給

料

月

額

が

定

め

ら

れ

て

い

る

場

合

は

、

当

該

異

な

る

給

料

月

額

）

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

る

も

の

と

す

る

。

）

と

す

る

。

前

項

の

規

定

は

、

次

に

掲

げ

る

職

員

に

は

適

用

し

な

い

。

15

一

臨

時

的

に

任

用

さ

れ

る

職

員

そ

の

他

の

法

律

に

よ

り

任

期

を

定

め

て

任

用

さ

れ

る

職

員

及

び

常

時

勤

務

を

要

し

な

い

職

員

二

医

療

職

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

（一）

三

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

同

法

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

異

動

期

間

（

同

法

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

延

長

さ

れ

た

期

間

を

含

む

。

）

を

延

長

さ

れ

た

同

法

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規
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定

す

る

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

四

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

七

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

勤

務

し

て

い

る

職

員

（

同

法

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

に

規

定

す

る

定

年

退

職

日

に

お

い

て

前

項

の

規

定

が

適

用

さ

れ

て

い

た

職

員

を

除

く

。

）

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

二

第

四

項

に

規

定

す

る

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

さ

れ

た

職

員

16

で

あ

つ

て

、

当

該

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

さ

れ

た

日

（

以

下

こ

の

項

及

び

付

則

第

十

八

項

に

お

い

て

「

異

動

日

」

と

い

う

。

）

の

前

日

か

ら

引

き

続

き

同

一

の

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

特

定

日

に

付

則

第

十

四

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

者

の

受

け

る

給

料

月

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

定

日

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

が

異

動

日

の

前

日

に

そ

の

者

が

受

け

て

い

た

給

料

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

る

も

の

と

す

る

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

基

礎

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

る

職

員

（

人

事

委

員

会

が

定

め

る

職

員

を

除

く

。

）

の

給

料

月

額

は

、

当

分

の

間

、

特

定

日

以

後

、

付

則

第

十

四

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

者

の

受

け

る

給

料

月

額

に

基

礎

給

料

月

額

と

特

定

日

給

料

月

額

と

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

額

と

す

る

。

前

項

の

規

定

に

よ

り

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

給

料

月

額

が

そ

の

者

の

属

17

す

る

職

務

の

級

に

お

け

る

最

高

の

号

給

の

給

料

月

額

を

超

え

る

場

合

に

お

け

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

基

礎

給

料

月

額

と

特

定

日

給

料

月

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

そ

の



- 4 -

者

の

属

す

る

職

務

の

級

に

お

け

る

最

高

の

号

給

の

給

料

月

額

と

同

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

者

の

受

け

る

給

料

月

額

」

と

す

る

。

異

動

日

の

前

日

か

ら

引

き

続

き

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

（

付

則

第

十

四

項

の

規

定

の

18

適

用

を

受

け

る

職

員

に

限

り

、

付

則

第

十

六

項

に

規

定

す

る

職

員

を

除

く

。

）

で

あ

つ

て

、

同

項

の

規

定

に

よ

り

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

給

料

月

額

を

受

け

る

職

員

と

の

均

衡

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

職

員

の

給

料

月

額

は

、

当

分

の

間

、

人

事

委

員

会

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

付

則

第

十

四

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

者

の

受

け

る

給

料

月

額

に

前

二

項

の

規

定

に

準

じ

て

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

額

と

す

る

。

付

則

第

十

六

項

又

は

前

項

の

規

定

に

よ

り

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

給

料

19

月

額

を

受

け

る

職

員

以

外

の

付

則

第

十

四

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

で

あ

つ

て

、

任

用

の

事

情

等

を

考

慮

し

て

当

該

給

料

月

額

を

受

け

る

職

員

と

の

均

衡

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

職

員

の

給

料

月

額

は

、

当

分

の

間

、

人

事

委

員

会

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

同

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

者

の

受

け

る

給

料

月

額

に

前

三

項

の

規

定

に

準

じ

て

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

額

と

す

る

。

当

分

の

間

、

付

則

第

十

四

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

職

員

の

分

限

に

関

す

20

る

条

例

第

二

条

第

二

項

、

第

三

条

第

一

項

及

び

第

四

項

並

び

に

第

七

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

例

第

二

条

第

二

項

中

「

職

員

」

と

あ

る

の

は

「

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

八

号

。

以

下

「

給

与

条

例

」

と

い

う

。

）

付

則

第

十

四

項
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の

規

定

に

よ

る

場

合

の

ほ

か

、

職

員

」

と

、

同

条

例

第

三

条

第

一

項

中

「

と

す

る

」

と

あ

る

の

は

「

と

す

る

。

た

だ

し

、

給

与

条

例

付

則

第

十

四

項

の

規

定

に

よ

る

降

給

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

」

と

、

同

条

第

四

項

中

「

な

ら

な

い

」

と

あ

る

の

は

「

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

給

与

条

例

付

則

第

十

四

項

の

規

定

に

よ

る

降

給

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

」

と

、

同

条

例

第

七

条

中

「

と

す

る

」

と

あ

る

の

は

「

と

す

る

。

た

だ

し

、

給

与

条

例

付

則

第

十

四

項

の

規

定

に

よ

る

降

給

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

」

と

す

る

。

付

則

第

十

四

項

か

ら

前

項

ま

で

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

付

則

第

十

四

項

及

び

第

十

六

項

の

21

規

定

に

よ

る

給

料

月

額

そ

の

他

付

則

第

十

四

項

か

ら

前

項

ま

で

の

規

定

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

人

事

委

員

会

が

定

め

る

。

別

表

第

一

イ

の

項

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員

の

欄

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

同

項

再

任

用

職

員

の

欄

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

定
年

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

前
再

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

任
用

短
時

円
円

円
円

円
円

円

間
勤

1
9
7
,
3
0
0

2
3
1
,
8
0
0

2
6
9
,
6
0
0

2
8
7
,
4
0
0

3
1
1
,
6
0
0

3
7
8
,
6
0
0

3
9
7
,
9
0
0

務
職
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員

別

表

第

一

ロ

の

項

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員

の

欄

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

同

項

再

任

用

職

員

の

欄

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

定
年

前
基

準
基

準
基

準
基

準

再
任

用
給

料
月

額
給

料
月

額
給

料
月

額
給

料
月

額

短
時

間

勤
務

職
円

円
円

円

員
2
1
2
,
0
0
0

2
2
3
,
2
0
0

2
4
4
,
0
0
0

2
7
4
,
7
0
0

別

表

第

二

イ

の

項

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員

の

欄

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

同

項

再

任

用

職

員

の

欄

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

定
年

前
再

任
基

準
基

準
基

準

用
短

時
間

勤
給

料
月

額
給

料
月

額
給

料
月

額

務
職

員

円
円

円
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2
9
4
,
5
0
0

3
5
5
,
3
0
0

4
1
6
,
1
0
0

別

表

第

二

ロ

の

項

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員

の

欄

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

同

項

再

任

用

職

員

の

欄

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

定
年

前
再

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

任
用

短
時

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

間
勤

務
職

員
円

円
円

円
円

1
9
9
,
8
0
0

2
3
3
,
6
0
0

2
6
9
,
4
0
0

2
8
7
,
0
0
0

3
1
1
,
6
0
0

別

表

第

二

ハ

の

項

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員

の

欄

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

同

項

再

任

用

職

員

の

欄

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

定
年

前
再

基
準

基
準

基
準

基
準

基
準

任
用

短
時

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

間
勤

務
職

員
円

円
円

円
円
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2
0
4
,
0
0
0

2
3
4
,
8
0
0

2
6
9
,
4
0
0

2
8
7
,
0
0
0

3
1
1
,
6
0
0

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

付

則

第

十

一

項

及

び

第

十

二

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

。

）

付

則

第

十

四

項

か

ら

第

二

十

一

項

ま

で

の

規

定

は

、

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

令

和

三

年

改

正

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

三

条

第

五

項

及

び

第

六

項

の

規

定

に

よ

り

勤

務

し

て

い

る

職

員

に

は

適

用

し

な

い

。

３

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

五

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

暫

定

再

任

用

常

時

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

）

の

給

料

月

額

は

、

そ

の

者

が

令

和

三

年

改

正

法

に

よ

る

改

正

後

の

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

又

は

第

二

十

二

条

の

五

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

）

で

あ

る

も

の

と

し

た

場

合

に

適

用

さ

れ

る

給

料

表

の

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

の

欄

に

掲

げ

る

基

準

給

料

月

額

の

う

ち

、

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

に

応

じ

た

額

（

改

正

後

の

条

例

付

則
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第

十

二

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

同

項

の

人

事

委

員

会

が

定

め

る

額

を

加

算

し

た

額

）

と

す

る

。

４

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

三

年

法

律

第

百

十

号

）

第

十

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

育

児

短

時

間

勤

務

の

承

認

を

受

け

た

暫

定

再

任

用

常

時

勤

務

職

員

（

同

法

第

十

七

条

の

規

定

に

よ

る

短

時

間

勤

務

を

す

る

こ

と

と

な

っ

た

暫

定

再

任

用

常

時

勤

務

職

員

を

含

む

。

）

に

対

す

る

前

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

と

す

る

」

と

あ

る

の

は

、

「

に

、

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

四

号

）

第

二

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

そ

の

者

の

勤

務

時

間

を

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

勤

務

時

間

で

除

し

て

得

た

数

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

一

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

、

こ

れ

を

切

り

捨

て

る

。

）

と

す

る

」

と

す

る

。

５

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

七

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

暫

定

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

）

の

給

料

月

額

は

、

そ

の

者

が

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

で

あ

る

も

の

と

し

た

場

合

に

適

用

さ

れ

る

給

料

表

の

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

の

欄

に

掲

げ

る

基

準

給

料

月

額

の

う

ち

、

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

に

応

じ

た

額

に

、

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

四

号

）

第

二

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

そ

の

者

の

勤

務

時

間

を

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

勤

務

時

間

で

除

し

て

得

た

数

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

一

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

、

こ

れ

を

切

り

捨

て

る

。

）

（

改

正

後
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の

条

例

付

則

第

十

二

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

同

項

の

人

事

委

員

会

が

定

め

る

額

を

加

算

し

た

額

）

と

す

る

。

６

暫

定

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

は

、

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

し

て

、

改

正

後

の

条

例

第

二

十

一

条

第

四

項

及

び

第

二

十

五

条

第

二

号

の

規

定

を

適

用

す

る

。

７

暫

定

再

任

用

常

時

勤

務

職

員

及

び

暫

定

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

（

以

下

「

暫

定

再

任

用

職

員

」

と

い

う

。

）

は

、

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

し

て

、

改

正

後

の

条

例

第

三

十

一

条

第

三

項

の

規

定

を

適

用

す

る

。

８

改

正

後

の

条

例

第

三

十

二

条

第

一

項

の

職

員

に

暫

定

再

任

用

職

員

が

含

ま

れ

る

場

合

に

お

け

る

勤

勉

手

当

の

額

の

総

額

の

算

定

に

係

る

同

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

あ

る

の

は

、

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

及

び

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

、

第

五

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

、

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

七

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

」

と

す

る

。

９

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

第

十

二

条

か

ら

第

十

四

条

ま

で

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

定

は

、

暫

定

再

任

用

職

員

に

は

適

用

し

な

い

。

（

委

任

）

付

則

第

二

項

か

ら

前

項

ま

で

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

10

項

は

、

特

別

区

人

事

委

員

会

が

定

め

る

。
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（

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

三

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

11

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

第

五

項

中

「

う

ち

施

行

日

以

降

に

そ

の

者

の

受

け

る

」

を

「

う

ち

、

施

行

日

以

降

に

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

及

び

受

け

る

号

給

に

応

じ

た

」

に

改

め

、

「

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

再

任

用

職

員

」

と

い

う

。

）

そ

の

他

」

を

削

り

、

「

に

は

給

料

月

額

に

そ

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

え

た

額

を

、

同

一

給

料

表

適

用

特

定

職

員

の

う

ち

旧

級

が

二

級

又

は

七

級

で

あ

る

再

任

用

職

員

で

あ

っ

て

施

行

日

以

降

に

そ

の

者

の

受

け

る

給

料

月

額

が

施

行

日

の

前

日

に

お

い

て

受

け

て

い

た

給

料

月

額

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

る

も

の

（

人

事

委

員

会

の

定

め

る

職

員

を

除

く

。

）

に

は

平

成

三

十

一

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

給

料

月

額

に

そ

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

え

た

額

を

、

そ

れ

ぞ

れ

給

料

と

し

て

支

給

す

る

」

を

「

の

給

料

月

額

は

、

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

及

び

受

け

る

号

給

に

応

じ

た

給

料

月

額

に

そ

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

額

と

す

る

」

に

改

め

る

。

付

則

第

六

項

中

「

前

項

に

規

定

す

る

」

を

削

り

、

「

に

つ

い

て

、

同

項

の

規

定

に

よ

り

給

料

を

支

給

さ

れ

る

」

を

「

で

あ

っ

て

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

給

料

月

額

を

受

け

る

」

に

、

「

と

き

は

、

当

該

特

定

職

員

に

」

を

「

特

定

職

員

の

給

料
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月

額

」

に

、

「

同

項

の

規

定

に

準

じ

て

、

給

料

を

支

給

す

る

」

を

「

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

及

び

受

け

る

号

給

に

応

じ

た

給

料

月

額

に

同

項

の

規

定

に

準

じ

て

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

額

と

す

る

」

に

改

め

る

。

付

則

第

七

項

中

「

に

つ

い

て

」

を

「

で

あ

っ

て

」

に

、

「

給

料

を

支

給

さ

れ

る

」

を

「

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

給

料

月

額

を

受

け

る

」

に

、

「

と

き

は

、

当

該

職

員

に

」

を

「

職

員

の

給

料

月

額

」

に

、

「

前

二

項

の

規

定

に

準

じ

て

、

給

料

を

支

給

す

る

」

を

「

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

及

び

受

け

る

号

給

に

応

じ

た

給

料

月

額

に

前

二

項

の

規

定

に

準

じ

て

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

額

と

す

る

」

に

改

め

る

。

付

則

第

八

項

中

「

再

任

用

職

員

に

限

る

」

を

「

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

再

任

用

職

員

」

と

い

う

。

）

に

限

る

」

に

、

「

施

行

日

以

降

に

そ

の

者

の

受

け

る

」

を

「

、

施

行

日

以

降

に

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

に

応

じ

た

」

に

改

め

、

「

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

定

再

任

用

職

員

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

「

給

料

を

支

給

さ

れ

る

」

を

「

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

給

料

月

額

を

受

け

る

」

に

、

「

と

き

は

、

特

定

再

任

用

職

員

に

は

、

給

料

月

額

に

そ

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

え

た

額

を

給

料

と

し

て

支

給

す

る

」

を

「

職

員

の

給

料

月

額

は

、

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

に

応

じ

た

給

料

月

額

に

そ

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

額

と

す

る

」

に

改

め

る

。
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職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

元

年

十

二

月

東

京

都

北

区

条

12

例

第

四

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

第

五

項

中

「

の

う

ち

施

行

日

以

降

に

そ

の

者

の

受

け

る

給

料

月

額

が

」

を

削

り

、

「

に

よ

る

給

料

の

月

額

か

ら

当

該

額

」

を

「

に

よ

り

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

給

料

月

額

か

ら

当

該

加

算

を

し

た

給

料

月

額

」

に

改

め

る

。

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

三

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

13

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

中

第

十

八

項

を

第

十

九

項

と

し

、

第

十

四

項

か

ら

第

十

七

項

ま

で

を

一

項

ず

つ

繰

り

下

げ

る

。

付

則

第

十

三

項

中

「

第

十

項

」

を

「

第

十

一

項

」

に

改

め

、

同

項

を

付

則

第

十

四

項

と

し

、

付

則

第

九

項

か

ら

付

則

第

十

二

項

ま

で

を

一

項

ず

つ

繰

り

下

げ

る

。

付

則

第

八

項

中

「

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

、

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

再

任

用

職

員

」

を

「

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

令

和

三

年

地

方

公

務

員

法

改

正

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

五

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

暫

定

再

任

用

常

時

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

）

及

び

令

和

三

年

地

方

公

務

員

法

改

正

法

附

則

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

七

条

第

一

項

若

し

く
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は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

暫

定

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

、

「

再

任

用

職

員

の

欄

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

の

欄

」

に

改

め

、

「

加

算

し

た

額

」

の

下

に

「

（

暫

定

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

に

あ

っ

て

は

、

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

四

号

）

第

二

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

そ

の

者

の

勤

務

時

間

を

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

勤

務

時

間

で

除

し

て

得

た

数

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

一

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

、

こ

れ

を

切

り

捨

て

る

。

）

）

（

改

正

後

の

条

例

付

則

第

九

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

同

項

の

人

事

委

員

会

が

定

め

る

額

を

加

算

し

た

額

）

」

を

加

え

、

同

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

９

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

三

年

法

律

第

百

十

号

）

第

十

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

育

児

短

時

間

勤

務

の

承

認

を

受

け

た

暫

定

再

任

用

常

時

勤

務

職

員

（

同

法

第

十

七

条

の

規

定

に

よ

る

短

時

間

勤

務

を

す

る

こ

と

と

な

っ

た

暫

定

再

任

用

常

時

勤

務

職

員

を

含

む

。

）

に

対

す

る

前

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

と

す

る

」

と

あ

る

の

は

、

「

に

、

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

第

二

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

そ

の

者

の

勤

務

時

間

を

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

勤

務

時

間

で

除

し

て

得

た

数

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

一

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

、

こ

れ

を

切

り

捨

て

る

。

）

と

す

る

」

と

す

る

。



幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

九

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

三

号

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

七

条

第

六

項

中

「

当

該

職

員

」

を

「

そ

の

者

」

に

、

「

が

職

員

」

を

「

が

そ

の

者

」

に

改

め

、

同

条

第

七

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

７

地

方

公

務

員

法

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

又

は

第

二

十

二

条

の

五

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

）

の

給

料

月

額

は

、

そ

の

者

に

適

用

さ

れ

る

給

料

表

の

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

の

欄

に

掲

げ

る

基

準

給

料

月

額

の

う

ち

、

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

に

応

じ

た

額

に

、

勤

務

時

間

条

例

第

三

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

そ

の

者

の

勤

務

時

間

を

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

勤

務

時

間

で

除

し

て

得

た

数

を

乗

じ

て

得

た

額

と

す

る

。

第

七

条

の

三

を

削

る

。

第

二

十

条

第

四

項

及

び

第

二

十

二

条

第

二

号

中

「

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

第

二

十

七

条

第

三

項

、

第

三

十

条

第

三

項

、

第

三

十

一

条

第

二

項

及

び

第

三

十

二

条

の

二

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

付

則

第

七

条

中

「

前

条

」

を

「

第

六

条

」

に

改

め

、

同

条

を

付

則

第

八

条

と

す

る

。
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付

則

第

六

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

職

員

の

定

年

の

引

上

げ

に

関

す

る

経

過

措

置

）

第

七

条

当

分

の

間

、

職

員

の

給

料

月

額

は

、

そ

の

者

が

六

十

歳

に

達

し

た

日

後

に

お

け

る

最

初

の

四

月

一

日

（

第

三

項

に

お

い

て

「

特

定

日

」

と

い

う

。

）

以

後

、

給

料

表

の

給

料

月

額

の

う

ち

、

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

及

び

受

け

る

号

給

に

応

じ

た

額

（

こ

の

条

例

そ

の

他

の

条

例

の

規

定

に

よ

り

、

そ

の

者

に

つ

き

当

該

号

給

に

応

じ

た

額

と

異

な

る

給

料

月

額

が

定

め

ら

れ

て

い

る

場

合

は

、

当

該

異

な

る

給

料

月

額

）

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

る

も

の

と

す

る

。

）

と

す

る

。

２

前

項

の

規

定

は

、

次

に

掲

げ

る

職

員

に

は

適

用

し

な

い

。

一

臨

時

的

に

任

用

さ

れ

る

職

員

そ

の

他

の

法

律

に

よ

り

任

期

を

定

め

て

任

用

さ

れ

る

職

員

及

び

常

時

勤

務

を

要

し

な

い

職

員

二

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

同

法

第

二

十

八

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

異

動

期

間

（

同

法

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

延

長

さ

れ

た

期

間

を

含

む

。

）

を

延

長

さ

れ

た

同

法

第

二

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

管

理

監

督

職

を

占

め

る

職

員

三

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

七

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

勤

務

し

て

い

る

職

員

（

同

法

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

に

規

定

す

る

定

年

退

職

日

に

お

い

て

前

項

の

規

定

が

適
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用

さ

れ

て

い

た

職

員

を

除

く

。

）

３

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

二

第

四

項

に

規

定

す

る

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

さ

れ

た

職

員

で

あ

っ

て

、

当

該

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

さ

れ

た

日

（

以

下

こ

の

項

及

び

第

五

項

に

お

い

て

「

異

動

日

」

と

い

う

。

）

の

前

日

か

ら

引

き

続

き

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

特

定

日

に

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

者

の

受

け

る

給

料

月

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

定

日

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

が

異

動

日

の

前

日

に

そ

の

者

が

受

け

て

い

た

給

料

月

額

に

百

分

の

七

十

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

五

十

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

こ

れ

を

切

り

捨

て

、

五

十

円

以

上

百

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

こ

れ

を

百

円

に

切

り

上

げ

る

も

の

と

す

る

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

基

礎

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

る

職

員

（

人

事

委

員

会

が

定

め

る

職

員

を

除

く

。

）

の

給

料

月

額

は

、

当

分

の

間

、

特

定

日

以

後

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

者

の

受

け

る

給

料

月

額

に

基

礎

給

料

月

額

と

特

定

日

給

料

月

額

と

の

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

額

と

す

る

。

４

前

項

の

規

定

に

よ

り

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

給

料

月

額

が

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

に

お

け

る

最

高

の

号

給

の

給

料

月

額

を

超

え

る

場

合

に

お

け

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

基

礎

給

料

月

額

と

特

定

日

給

料

月

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

に

お

け

る

最

高

の

号

給

の

給

料

月

額

と

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

者

の

受

け

る

給

料

月

額

」

と

す

る

。

５

異

動

日

の

前

日

か

ら

引

き

続

き

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

（

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を
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受

け

る

職

員

に

限

り

、

第

三

項

に

規

定

す

る

職

員

を

除

く

。

）

で

あ

っ

て

、

同

項

の

規

定

に

よ

り

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

給

料

月

額

を

受

け

る

も

の

と

の

均

衡

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

職

員

の

給

料

月

額

は

、

当

分

の

間

、

人

事

委

員

会

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

者

の

受

け

る

給

料

月

額

に

前

二

項

の

規

定

に

準

じ

て

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

額

と

す

る

。

６

第

三

項

又

は

前

項

の

規

定

に

よ

り

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

給

料

月

額

を

受

け

る

職

員

以

外

の

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

で

あ

っ

て

、

任

用

の

事

情

等

を

考

慮

し

て

当

該

給

料

月

額

を

受

け

る

職

員

と

の

均

衡

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

職

員

の

給

料

月

額

は

、

当

分

の

間

、

人

事

委

員

会

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

同

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

者

の

受

け

る

給

料

月

額

に

前

三

項

の

規

定

に

準

じ

て

算

出

し

た

差

額

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

額

と

す

る

。

７

当

分

の

間

、

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

職

員

の

分

限

に

関

す

る

条

例

第

二

条

第

二

項

、

第

三

条

第

一

項

及

び

第

四

項

並

び

に

第

七

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

例

第

二

条

第

二

項

中

「

職

員

」

と

あ

る

の

は

「

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

号

。

以

下

「

給

与

条

例

」

と

い

う

。

）

付

則

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

場

合

の

ほ

か

、

職

員

」

と

、

同

条

例

第

三

条

第

一

項

中

「

と

す

る

」

と

あ

る

の

は

「

と

す

る

。

た

だ

し

、

給

与

条

例

付

則

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

降

給

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

」

と

、

同

条

第

四

項

中

「

な

ら

な

い

」

と

あ

る

の

は

「

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、
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給

与

条

例

付

則

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

降

給

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

」

と

、

同

条

例

第

七

条

中

「

と

す

る

」

と

あ

る

の

は

「

と

す

る

。

た

だ

し

、

給

与

条

例

付

則

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

降

給

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

」

と

す

る

。

８

前

各

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

第

一

項

の

規

定

及

び

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

給

料

月

額

そ

の

他

第

一

項

か

ら

前

項

ま

で

の

規

定

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

人

事

委

員

会

が

定

め

る

。

別

表

第

一

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員

の

欄

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

、

同

表

再

任

用

職

員

の

欄

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

定
年

前
基

準
基

準
基

準
基

準

再
任

用
給

料
月

額
給

料
月

額
給

料
月

額
給

料
月

額

短
時

間

勤
務

職
円

円
円

円

員
2
2
9
,
4
0
0

2
6
8
,
2
0
0

2
9
1
,
3
0
0

3
3
0
,
3
0
0

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）
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２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

。

）

付

則

第

七

条

の

規

定

は

、

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

。

以

下

「

令

和

三

年

改

正

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

三

条

第

五

項

及

び

第

六

項

の

規

定

に

よ

り

勤

務

し

て

い

る

職

員

に

は

適

用

し

な

い

。

３

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

五

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

暫

定

再

任

用

常

時

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

）

の

給

料

月

額

は

、

そ

の

者

が

令

和

三

年

改

正

法

に

よ

る

改

正

後

の

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

十

二

条

の

四

第

一

項

又

は

第

二

十

二

条

の

五

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

）

で

あ

る

も

の

と

し

た

場

合

に

適

用

さ

れ

る

給

料

表

の

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

の

欄

に

掲

げ

る

基

準

給

料

月

額

の

う

ち

、

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

に

応

じ

た

額

と

す

る

。

４

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

三

年

法

律

第

百

十

号

）

第

十

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

育

児

短

時

間

勤

務

の

承

認

を

受

け

た

暫

定

再

任

用

常

時

勤

務

職

員

（

同

法

第

十

七

条

の

規

定

に

よ

る

短

時

間

勤

務

を

す

る

こ

と

と

な

っ

た

暫

定

再

任

用

常

時

勤

務

職

員

を

含

む

。

）

に

対

す

る

前

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

と

す

る

」

と

あ

る

の

は

、

「

に

、

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

）

第

三

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

そ

の

者

の

勤

務

時

間

を

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

勤

務

時

間

で

除

し

て

得

た

数

を

乗

じ

て

得

た
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額

（

そ

の

額

に

、

一

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

、

こ

れ

を

切

り

捨

て

る

。

）

と

す

る

」

と

す

る

。

５

令

和

三

年

改

正

法

附

則

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

七

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

暫

定

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

い

う

。

）

の

給

料

月

額

は

、

そ

の

者

が

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

で

あ

る

も

の

と

し

た

場

合

に

適

用

さ

れ

る

給

料

表

の

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

の

欄

に

掲

げ

る

基

準

給

料

月

額

の

う

ち

、

そ

の

者

の

属

す

る

職

務

の

級

に

応

じ

た

額

に

、

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

）

第

三

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

そ

の

者

の

勤

務

時

間

を

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

勤

務

時

間

で

除

し

て

得

た

数

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

、

一

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

、

こ

れ

を

切

り

捨

て

る

。

）

と

す

る

。

６

暫

定

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

は

、

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

し

て

、

改

正

後

の

条

例

第

二

十

条

第

四

項

及

び

第

二

十

二

条

第

二

号

の

規

定

を

適

用

す

る

。

７

暫

定

再

任

用

常

時

勤

務

職

員

及

び

暫

定

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

（

以

下

「

暫

定

再

任

用

職

員

」

と

い

う

。

）

は

、

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

み

な

し

て

、

改

正

後

の

条

例

第

二

十

七

条

第

三

項

及

び

第

三

十

一

条

第

二

項

の

規

定

を

適

用

す

る

。

８

改

正

後

の

条

例

第

三

十

条

第

一

項

の

職

員

に

暫

定

再

任

用

職

員

が

含

ま

れ

る

場

合

に

お

け

る

勤

勉

手

当

の

額

の

総

額

の

算

定

に

係

る

同

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中
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「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

と

あ

る

の

は

、

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

及

び

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

、

第

五

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

、

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

七

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

」

と

す

る

。

９

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

第

十

一

条

、

第

十

二

条

及

び

第

十

四

条

の

規

定

は

、

暫

定

再

任

用

職

員

に

は

適

用

し

な

い

。

第

二

項

か

ら

前

項

ま

で

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

10

特

別

区

人

事

委

員

会

が

定

め

る

。



職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

九

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

四

号

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（

支

給

対

象

）

第

二

条

退

職

手

当

の

支

給

を

受

け

る

者

は

、

次

に

掲

げ

る

職

員

と

す

る

。

一

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

八

号

）

第

二

条

に

定

め

る

給

料

を

支

給

さ

れ

る

職

員

の

う

ち

、

常

時

勤

務

を

要

す

る

も

の

二

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

号

）

第

三

条

に

定

め

る

給

料

を

支

給

さ

れ

る

職

員

の

う

ち

、

常

時

勤

務

を

要

す

る

も

の

三

会

計

年

度

任

用

職

員

の

給

与

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

（

令

和

元

年

十

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

二

号

）

第

二

条

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

（

同

項

第

二

号

に

規

定

す

る

フ

ル

タ

イ

ム

講

師

を

含

む

。

）

及

び

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

第

二

十

七

条

第

一

項

に

定

め

る

給

与

を

支

給

さ

れ

る

職

員

（

以

下

「

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

等

」

と

い

う

。

）

の

う

ち

、

そ

の

勤

務

形

態

が

前

二

号

に

掲

げ

る

職

員

に

準

ず

る

も

の

２

前

項

第

三

号

に

規

定

す

る

勤

務

形

態

が

同

項

第

一

号

及

び

第

二

号

に

掲

げ

る

職

員

に

準

ず

る
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も

の

と

は

、

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

員

に

つ

い

て

定

め

ら

れ

て

い

る

勤

務

時

間

以

上

勤

務

し

た

日

（

法

令

又

は

条

例

若

し

く

は

こ

れ

に

基

づ

く

東

京

都

北

区

規

則

に

よ

り

、

勤

務

を

要

し

な

い

こ

と

と

さ

れ

、

又

は

休

暇

を

与

え

ら

れ

た

日

を

含

む

。

以

下

同

じ

。

）

が

十

八

日

以

上

あ

る

月

が

引

き

続

い

て

六

月

を

超

え

る

に

至

つ

た

者

で

、

そ

の

超

え

る

に

至

つ

た

日

以

後

引

き

続

き

当

該

勤

務

時

間

に

よ

り

勤

務

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

も

の

を

い

う

。

第

三

条

第

一

項

た

だ

し

書

中

「

職

員

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

職

員

と

な

つ

た

と

き

は

、

退

職

手

当

は

、

」

を

「

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

場

合

は

、

退

職

手

当

は

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。

一

前

条

第

一

項

第

一

号

及

び

第

二

号

に

掲

げ

る

職

員

の

う

ち

、

任

期

の

定

め

の

な

い

も

の

（

以

下

「

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

」

と

い

う

。

）

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

と

な

つ

た

と

き

。

二

前

条

第

一

項

第

一

号

及

び

第

二

号

に

掲

げ

る

職

員

の

う

ち

、

任

期

の

定

め

の

あ

る

も

の

（

以

下

「

任

期

の

定

め

の

あ

る

職

員

」

と

い

う

。

）

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

又

は

任

期

の

定

め

の

あ

る

職

員

と

な

つ

た

と

き

。

三

前

条

第

一

項

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

又

は

任

期

の

定

め

の

あ

る

職

員

と

な

つ

た

と

き

。
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四

前

条

第

一

項

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

等

と

な

つ

た

と

き

。

第

三

条

中

第

二

項

を

第

四

項

と

し

、

第

一

項

の

次

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

る

場

合

の

ほ

か

、

前

条

第

一

項

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

の

そ

の

月

の

勤

務

日

数

（

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

員

に

つ

い

て

定

め

ら

れ

て

い

る

勤

務

時

間

以

上

勤

務

し

た

日

に

限

る

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

十

八

日

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

つ

た

と

き

は

、

そ

の

月

の

末

日

に

お

い

て

退

職

し

た

も

の

と

み

な

し

て

退

職

手

当

を

支

給

す

る

。

３

第

一

項

た

だ

し

書

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

同

項

第

四

号

に

規

定

す

る

再

び

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

等

と

な

つ

た

者

の

そ

の

月

の

勤

務

日

数

が

十

八

日

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

つ

た

と

き

は

、

そ

の

月

の

末

日

に

お

い

て

退

職

し

た

も

の

と

み

な

し

て

退

職

手

当

を

支

給

す

る

。

第

五

条

第

一

項

中

「

（

昭

和

五

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

八

号

）

」

を

削

る

。

第

七

条

第

一

項

中

「

地

方

公

務

員

法

」

の

下

に

「

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

」

を

加

え

、

同

条

第

三

項

中

「

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

号

）

」

を

削

る

。

第

七

条

の

三

中

「

十

年

」

を

「

十

五

年

（

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

第

五

条

第

一

項

第

二

号

に

規

定

す

る

医

療

職

給

料

表

㈠

（

以

下

「

医

療

職

給

料

表

㈠

」

と

い

う

。

）

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

あ

つ

て

は

、

十

年

と

す

る

。

）

」

に

改

め

る

。

第

八

条

中

「

第

七

条

第

一

項

」

の

下

に

「

、

次

条

」

を

加

え

、

「

第

五

条

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

額

」

を

「

第

五

条

及

び

第

十

条

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

額

の

合

計

額

」

に

改

め

る

。
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第

九

条

第

一

項

中

「

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

」

を

「

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

の

四

ま

で

」

に

、

「

多

額

」

を

「

多

い

額

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

」

を

「

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

の

四

ま

で

」

に

改

め

、

「

受

け

て

い

た

期

間

」

の

下

に

「

（

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

に

規

定

す

る

園

長

及

び

副

園

長

の

職

に

あ

つ

た

者

か

ら

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

等

に

関

す

る

特

別

措

置

に

関

す

る

条

例

第

三

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

者

と

な

つ

た

も

の

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

適

用

を

受

け

た

日

か

ら

退

職

の

日

ま

で

継

続

し

て

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

て

い

た

期

間

に

限

る

。

）

」

を

加

え

る

。

第

十

条

第

四

項

各

号

列

記

以

外

の

部

分

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

第

二

項

の

休

職

月

等

と

は

、

次

に

掲

げ

る

期

間

の

あ

る

月

（

現

実

に

職

務

に

従

事

す

る

こ

と

を

要

す

る

日

（

次

に

掲

げ

る

期

間

（

無

罪

の

判

決

が

確

定

し

た

場

合

に

お

け

る

第

二

号

に

掲

げ

る

期

間

を

除

く

。

）

以

外

の

期

間

に

お

け

る

週

休

日

等

（

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

四

号

）

第

四

条

及

び

第

五

条

の

規

定

に

よ

る

週

休

日

、

同

条

例

第

十

条

及

び

第

十

一

条

の

規

定

に

よ

る

休

日

、

同

条

例

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

代

休

日

並

び

に

そ

の

他

の

規

程

に

よ

る

こ

れ

ら

に

相

当

す

る

日

）

以

外

の

日

を

い

う

。

）

の

あ

つ

た

月

を

除

く

。

）

を

い

う

。

第

十

条

第

四

項

第

八

号

中

「

育

児

短

時

間

勤

務

等

」

の

下

に

「

（

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

法

律

そ

の

他

の

法

律

の

規

定

に

よ

る

育

児

短

時

間

勤

務

及

び

育

児

短

時

間

勤

務

の

例

に

よ

る

短

時

間

勤

務

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

」

を

加

え

、

同

号

を

同

項

第

十

号

と

し

、

同

項

第

七
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号

中

「

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

法

律

」

の

下

に

「

（

平

成

三

年

法

律

第

百

十

号

）

」

を

加

え

、

同

号

を

同

項

第

九

号

と

し

、

同

項

中

第

六

号

を

第

八

号

と

し

、

第

五

号

を

第

七

号

と

し

、

第

四

号

の

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

五

高

齢

者

部

分

休

業

（

地

方

公

務

員

法

第

二

十

六

条

の

三

の

規

定

に

よ

る

高

齢

者

部

分

休

業

及

び

そ

の

他

の

規

程

に

よ

る

こ

れ

に

相

当

す

る

休

業

を

い

う

。

）

の

期

間

六

自

己

啓

発

等

休

業

（

地

方

公

務

員

法

そ

の

他

の

法

律

の

規

定

に

よ

る

自

己

啓

発

等

休

業

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

期

間

第

十

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

さ

れ

た

職

員

に

係

る

退

職

手

当

の

調

整

額

）

第

十

条

の

二

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

二

第

四

項

に

規

定

す

る

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

さ

れ

た

職

員

（

同

法

第

二

十

八

条

の

五

第

三

項

に

規

定

す

る

特

定

管

理

監

督

職

群

の

他

の

管

理

監

督

職

に

降

任

し

た

職

員

そ

の

他

の

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

職

員

（

以

下

「

他

の

管

理

監

督

職

に

降

任

し

た

職

員

等

」

と

い

う

。

）

を

含

む

。

）

に

つ

い

て

前

条

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

退

職

手

当

の

調

整

額

が

、

そ

の

者

が

当

該

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

さ

れ

た

日

の

前

日

（

他

の

管

理

監

督

職

に

降

任

し

た

職

員

等

に

あ

つ

て

は

、

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

）

に

お

い

て

退

職

を

し

た

も

の

と

し

て

同

条

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

退

職

手

当

の

調

整

額

（

以

下

「

降

任

等

前

退

職

手

当

の

調

整

額

」

と

い

う

。

）

に

満

た

な

い

場

合

は

、

同

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

降

任

等

前

退

職

手

当

の

調

整

額

（

降

任

等

前

退

職

手

当

の

調

整

額

が

二

以

上

あ

る

場

合

は

、

最
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も

多

い

額

）

を

そ

の

者

の

退

職

手

当

の

調

整

額

と

す

る

。

第

十

一

条

第

二

項

中

「

月

数

」

の

下

に

「

（

第

二

条

第

一

項

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

に

あ

つ

て

は

、

引

き

続

い

た

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

員

に

つ

い

て

定

め

ら

れ

て

い

る

勤

務

時

間

以

上

勤

務

し

た

日

が

十

八

日

以

上

あ

る

月

の

月

数

）

」

を

加

え

、

同

条

第

三

項

中

「

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

職

員

と

な

つ

た

」

を

「

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。

一

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

と

な

つ

た

と

き

。

二

任

期

の

定

め

の

あ

る

職

員

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

又

は

任

期

の

定

め

の

あ

る

職

員

と

な

つ

た

と

き

。

三

第

二

条

第

一

項

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

が

退

職

し

た

場

合

（

第

三

条

第

二

項

又

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

退

職

し

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

場

合

を

除

く

。

）

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

、

任

期

の

定

め

の

あ

る

職

員

又

は

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

等

と

な

つ

た

と

き

。

四

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

等

（

第

二

条

第

一

項

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

を

除

く

。

）

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

等

と

な

つ

た

と

き

。

第

十

一

条

第

四

項

中

「

前

条

第

四

項

」

を

「

第

十

条

第

四

項

」

に

改

め

、

「

要

し

な

か

つ

た

期
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間

」

の

下

に

「

、

自

己

啓

発

等

休

業

を

し

た

期

間

（

そ

の

期

間

中

の

大

学

等

課

程

の

履

修

又

は

国

際

貢

献

活

動

の

内

容

が

公

務

の

能

率

的

な

運

営

に

特

に

資

す

る

も

の

と

認

め

ら

れ

る

こ

と

そ

の

他

の

規

程

で

定

め

る

要

件

に

該

当

し

な

い

場

合

に

お

け

る

当

該

自

己

啓

発

等

休

業

の

期

間

に

限

る

。

）

」

を

加

え

、

同

条

第

五

項

中

「

在

職

期

間

に

は

、

」

の

下

に

「

都

職

員

等

（

」

を

加

え

、

「

（

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

者

を

除

く

。

）

（

以

下

「

都

職

員

等

」

と

い

う

。

）

」

を

「

の

う

ち

、

こ

れ

ら

の

者

が

属

し

て

い

た

東

京

都

等

の

退

職

手

当

（

こ

れ

に

相

当

す

る

給

与

を

含

む

。

）

に

関

す

る

規

程

に

お

い

て

退

職

手

当

（

こ

れ

に

相

当

す

る

給

与

を

含

む

。

）

の

支

給

対

象

で

あ

つ

た

も

の

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

」

に

改

め

、

「

な

つ

た

者

（

」

の

下

に

「

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

者

を

除

き

、

」

を

加

え

、

「

、

引

き

続

い

て

職

員

と

な

つ

た

も

の

」

を

「

、

引

き

続

い

て

職

員

と

な

つ

た

者

」

に

改

め

、

同

条

中

第

六

項

を

削

り

、

第

七

項

を

第

六

項

と

し

、

第

八

項

を

第

七

項

と

し

、

同

条

第

九

項

中

「

第

六

項

」

を

「

第

五

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

八

項

と

す

る

。

第

十

三

条

第

二

項

中

「

者

で

」

の

下

に

「

常

時

勤

務

を

要

す

る

」

を

加

え

、

「

（

法

令

又

は

条

例

若

し

く

は

こ

れ

に

基

づ

く

東

京

都

北

区

規

則

に

よ

り

、

勤

務

を

要

し

な

い

こ

と

と

さ

れ

、

又

は

休

暇

を

与

え

ら

れ

た

日

を

含

む

。

）

」

を

削

り

、

「

す

べ

て

」

を

「

全

て

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

職

員

が

、

」

を

「

職

員

が

」

に

、

「

」

と

す

る

」

を

「

」

と

し

、

当

該

退

職

の

日

後

に

事

業

（

そ

の

実

施

期

間

が

三

十

日

未

満

の

も

の

そ

の

他

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

も

の

を

除

く

。

）

を

開

始

し

た

職

員

そ

の

他

こ

れ

に

準

ず

る

も

の

と

し

て

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

職

員

が

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

区

長

に

そ

の

旨

を

申

し

出

た

と

き

は

、

当

該

事

業

の

実
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施

期

間

（

当

該

実

施

期

間

の

日

数

が

四

年

か

ら

第

一

項

及

び

こ

の

項

の

規

定

に

よ

り

算

定

さ

れ

る

期

間

の

日

数

を

除

い

た

日

数

を

超

え

る

場

合

に

お

け

る

当

該

超

え

る

日

数

を

除

く

。

）

は

、

第

一

項

及

び

こ

の

項

の

規

定

に

よ

る

期

間

に

算

入

し

な

い

」

に

改

め

、

同

条

第

八

項

第

五

号

中

「

第

四

条

第

八

項

」

を

「

第

四

条

第

九

項

」

に

改

め

る

。

第

十

四

条

中

「

職

員

が

」

を

「

職

員

（

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

者

を

除

く

。

）

が

」

に

改

め

、

同

条

た

だ

し

書

中

「

定

め

ら

れ

て

い

る

と

き

」

の

下

に

「

そ

の

他

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

と

き

」

を

加

え

る

。

第

十

八

条

第

一

項

第

二

号

及

び

第

三

号

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

第

十

九

条

第

一

項

中

「

に

あ

つ

て

は

」

を

「

に

は

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

及

び

第

三

号

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。

第

二

十

一

条

第

一

項

中

「

。

以

下

こ

の

条

」

を

「

。

以

下

こ

の

項

か

ら

第

六

項

ま

で

」

に

、

「

に

あ

つ

て

は

」

を

「

に

は

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

か

ら

第

四

項

ま

で

の

規

定

中

「

に

あ

つ

て

は

」

を

「

に

は

」

に

改

め

、

同

条

第

五

項

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

、

「

に

あ

つ

て

は

」

を

「

に

は

」

に

改

め

る

。

付

則

第

五

項

中

「

第

十

条

ま

で

」

の

下

に

「

（

付

則

第

二

十

二

項

、

第

二

十

三

項

及

び

第

二

十

五

項

か

ら

第

二

十

八

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

）

」

を

加

え

る

。
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付

則

第

六

項

第

一

号

中

「

第

九

条

ま

で

」

の

下

に

「

（

付

則

第

二

十

二

項

、

第

二

十

三

項

及

び

第

二

十

五

項

か

ら

第

二

十

八

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

）

」

を

加

え

る

。

付

則

第

十

六

項

中

「

令

和

四

年

三

月

三

十

一

日

」

を

「

令

和

七

年

三

月

三

十

一

日

」

に

改

め

、

付

則

に

次

の

九

項

を

加

え

る

。

当

分

の

間

、

第

六

条

第

一

項

の

規

定

は

、

六

十

歳

に

達

し

た

日

以

後

そ

の

者

の

非

違

に

よ

る

20

こ

と

な

く

退

職

し

た

者

（

定

年

の

定

め

の

な

い

職

を

退

職

し

た

者

及

び

同

項

の

規

定

に

該

当

す

る

者

を

除

く

。

）

に

対

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

第

五

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

又

は

第

八

条

」

と

あ

る

の

は

、

「

、

第

八

条

又

は

付

則

第

二

十

項

」

と

す

る

。

前

項

の

規

定

は

、

医

療

職

給

料

表

㈠

の

適

用

を

受

け

る

職

員

が

退

職

し

た

場

合

に

支

給

す

る

21

退

職

手

当

の

基

本

額

に

つ

い

て

は

、

適

用

し

な

い

。

当

分

の

間

、

医

療

職

給

料

表

㈠

の

適

用

を

受

け

る

職

員

以

外

の

者

で

、

六

十

歳

に

達

す

る

日

22

の

属

す

る

会

計

年

度

の

初

日

前

に

退

職

し

た

者

に

対

す

る

第

七

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

定

年

に

」

と

あ

る

の

は

「

六

十

歳

に

」

と

、

「

そ

の

者

に

係

る

定

年

か

ら

十

五

年

（

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

第

五

条

第

一

項

第

二

号

に

規

定

す

る

医

療

職

給

料

表

㈠

（

以

下

「

医

療

職

給

料

表

㈠

」

と

い

う

。

）

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

あ

つ

て

は

、

十

年

と

す

る

。

）

を

減

じ

た

年

齢

」

と

あ

る

の

は

「

五

十

歳

」

と

、

同

条

の

表

中

「

そ

の

者

に

係

る

定

年

」
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と

あ

る

の

は

「

六

十

歳

」

と

す

る

。

当

分

の

間

、

医

療

職

給

料

表

㈠

の

適

用

を

受

け

る

職

員

以

外

の

者

で

、

六

十

歳

に

達

す

る

日

23

の

属

す

る

会

計

年

度

の

初

日

か

ら

定

年

に

達

す

る

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

初

日

前

ま

で

に

退

職

し

た

者

に

対

す

る

第

七

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

」

と

あ

る

の

は

「

同

項

の

そ

の

者

の

非

違

に

よ

る

こ

と

な

く

勧

奨

を

受

け

て

退

職

し

た

者

で

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

も

の

、

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

」

と

、

「

定

年

に

達

す

る

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

初

日

前

」

と

あ

る

の

は

「

六

十

歳

に

達

す

る

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

初

日

か

ら

定

年

に

達

す

る

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

初

日

前

ま

で

」

と

、

「

で

あ

り

、

か

つ

、

退

職

の

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

末

日

の

年

齢

が

そ

の

者

に

係

る

定

年

か

ら

十

五

年

（

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

第

五

条

第

一

項

第

二

号

に

規

定

す

る

医

療

職

給

料

表

㈠

（

以

下

「

医

療

職

給

料

表

㈠

」

と

い

う

。

）

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

あ

つ

て

は

、

十

年

と

す

る

。

）

を

減

じ

た

年

齢

以

上

で

あ

る

」

と

あ

る

の

は

「

で

あ

る

」

と

、

同

条

の

表

中

「

そ

の

者

に

係

る

定

年

と

退

職

の

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

末

日

の

年

齢

と

の

差

に

相

当

す

る

年

数

一

年

に

つ

き

百

分

の

二

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

二

」

と

す

る

。

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

付

則

第

十

四

項

又

は

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

24

付

則

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

職

員

の

給

料

月

額

の

改

定

は

、

給

料

月

額

の

減

額

改

定

に

該

当

し

な

い

も

の

と

す

る

。

当

分

の

間

、

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

付

則

第

十

四

項

又

は

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

25
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関

す

る

条

例

付

則

第

七

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

七

条

の

四

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

第

一

号

中

「

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

係

る

減

額

日

の

う

ち

最

も

遅

い

日

」

と

あ

る

の

は

「

七

割

措

置

前

給

料

月

額

（

そ

の

者

が

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

付

則

第

十

四

項

又

は

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

付

則

第

七

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

（

以

下

「

七

割

措

置

」

と

い

う

。

）

を

受

け

た

日

の

う

ち

最

も

早

い

日

を

減

額

日

と

し

た

場

合

に

お

け

る

当

該

七

割

措

置

に

よ

り

減

額

さ

れ

な

か

つ

た

も

の

と

し

た

場

合

の

そ

の

者

の

給

料

月

額

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

係

る

減

額

日

（

以

下

「

七

割

措

置

日

」

と

い

う

。

）

」

と

、

「

特

定

減

額

前

給

料

月

額

を

」

と

あ

る

の

は

「

七

割

措

置

前

給

料

月

額

を

」

と

、

「

相

当

す

る

額

」

と

あ

る

の

は

「

相

当

す

る

額

（

以

下

「

七

割

措

置

前

の

退

職

手

当

の

基

本

額

」

と

い

う

。

）

（

そ

の

者

に

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

（

そ

の

者

の

七

割

措

置

日

前

に

お

け

る

そ

の

他

の

措

置

（

給

料

月

額

の

減

額

改

定

以

外

の

理

由

に

よ

る

措

置

の

う

ち

七

割

措

置

以

外

の

措

置

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

を

受

け

た

日

を

減

額

日

と

し

た

場

合

に

お

け

る

特

定

減

額

前

給

料

月

額

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

が

あ

り

、

そ

の

額

が

七

割

措

置

前

給

料

月

額

よ

り

多

い

場

合

は

、

当

該

勤

続

期

間

に

応

じ

た

支

給

割

合

か

ら

七

割

措

置

に

係

る

減

額

日

前

の

退

職

手

当

の

基

本

額

（

そ

の

者

が

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

係

る

減

額

日

の

う

ち

最

も

遅

い

日

の

前

日

に

現

に

退

職

し

た

理

由

と

同

一

の

理

由

に

よ

り

退

職

し

た

も

の

と

し

、

か

つ

、

そ

の

者

の

同

日

ま

で

の

勤

続

期

間

及

び

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

を

基

礎

と

し

て

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

場

合

の

退

職

手

当

の

基

本

額

に

相

当
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す

る

額

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

対

す

る

割

合

を

減

じ

て

得

た

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

）

、

そ

の

者

が

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

（

そ

の

者

の

七

割

措

置

日

後

に

お

け

る

そ

の

他

の

措

置

を

受

け

た

日

を

減

額

日

と

し

た

場

合

に

お

け

る

特

定

減

額

前

給

料

月

額

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

係

る

減

額

日

の

う

ち

最

も

遅

い

日

の

前

日

に

現

に

退

職

し

た

理

由

と

同

一

の

理

由

に

よ

り

退

職

し

た

も

の

と

し

、

か

つ

、

そ

の

者

の

同

日

ま

で

の

勤

続

期

間

及

び

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

を

基

礎

と

し

て

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

場

合

の

退

職

手

当

の

基

本

額

に

相

当

す

る

額

（

以

下

「

七

割

措

置

後

の

退

職

手

当

の

基

本

額

」

と

い

う

。

）

（

そ

の

者

の

七

割

措

置

前

給

料

月

額

が

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

よ

り

多

い

場

合

は

、

当

該

勤

続

期

間

に

応

じ

た

支

給

割

合

か

ら

七

割

措

置

前

の

退

職

手

当

の

基

本

額

の

七

割

措

置

前

給

料

月

額

に

対

す

る

割

合

を

減

じ

て

得

た

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

者

に

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

が

あ

り

、

そ

の

額

が

七

割

措

置

前

給

料

月

額

及

び

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

よ

り

多

い

場

合

又

は

そ

の

者

が

七

割

措

置

を

受

け

た

日

の

同

日

に

そ

の

他

の

措

置

も

受

け

た

場

合

に

お

け

る

七

割

措

置

前

給

料

月

額

が

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

よ

り

多

い

と

き

は

、

零

と

す

る

。

）

）

並

び

に

七

割

措

置

に

係

る

減

額

日

前

の

退

職

手

当

の

基

本

額

（

計

算

の

基

礎

と

な

つ

た

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

が

七

割

措

置

前

給

料

月

額

及

び

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

よ

り

少

な

い

場

合

は

、

零

と

す

る

。

）

の

合

計

額

」

と

、

同

項

第

二

号

ロ

中

「

前

号

に

掲

げ

る

額

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

対

す

る

割

合

」

と

あ
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る

の

は

「

七

割

措

置

後

の

退

職

手

当

の

基

本

額

の

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

対

す

る

割

合

（

そ

の

者

に

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

が

な

い

場

合

又

は

七

割

措

置

後

の

退

職

手

当

の

基

本

額

が

零

と

な

る

場

合

は

、

七

割

措

置

前

の

退

職

手

当

の

基

本

額

の

七

割

措

置

前

給

料

月

額

に

対

す

る

割

合

と

す

る

。

）

」

と

す

る

。

第

四

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

者

に

対

す

る

前

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

ら

れ

る

第

七

26

条

の

四

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

に

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

読

み

替

え

る

規

定

読

み

替

え

ら

れ

る

字

句

読

み

替

え

る

字

句

付

則

第

二

十

五

項

の

規

定

及

び

七

割

措

置

前

給

料

月

額

並

び

に

七

割

措

置

前

給

料

月

額

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

及

び

七

割

措

置

前

給

料

月

額

に

す

る

第

七

条

の

四

第

一

項

百

分

の

二

を

乗

じ

て

得

た

額

の

第

一

号

合

計

額

（

以

下

「

割

増

後

の

七

割

措

置

前

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

及

び

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

並

び

に

七

割

措

置

日

前

の

特

定
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額

前

給

料

月

額

減

額

前

給

料

月

額

及

び

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

百

分

の

二

を

乗

じ

て

得

た

額

の

合

計

額

（

以

下

「

割

増

後

の

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

の

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

の

割

増

後

の

七

割

措

置

日

前

の

前

給

料

月

額

特

定

減

額

前

給

料

月

額

及

び

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

並

び

に

七

割

措

置

日

後

の

特

定

額

前

給

料

月

額

を

減

額

前

給

料

月

額

及

び

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

百

分

の

二

を

乗

じ

て

得

た

額

の

合

計

額

（

以

下

「

割

増

後

の

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

を
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七

割

措

置

前

給

料

月

額

に

割

増

後

の

七

割

措

置

前

給

料

月

額

に

付

則

第

二

十

五

項

の

規

定

退

職

日

給

料

月

額

に

、

退

職

日

給

料

月

額

及

び

退

職

日

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

給

料

月

額

に

百

分

の

二

を

乗

じ

す

る

第

七

条

の

四

第

一

項

て

得

た

額

の

合

計

額

に

、

第

二

号

付

則

第

二

十

五

項

の

規

定

の

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

の

割

増

後

の

七

割

措

置

日

後

の

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

前

給

料

月

額

特

定

減

額

前

給

料

月

額

す

る

第

七

条

の

四

第

一

項

第

二

号

ロ

七

割

措

置

前

給

料

月

額

割

増

後

の

七

割

措

置

前

給

料

月

額

当

分

の

間

、

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

付

則

第

十

四

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

27

（

付

則

第

九

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

者

を

除

く

。

）

に

対

す

る

第

九

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

第

七

条

の

四

ま

で

」

と

あ

る

の

は

「

第

七

条

の

四

ま

で

（

付

則

第

二

十

二

項

、

第

二

十

三

項

、

第

二

十

五

項

及

び

第

二

十

六

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適
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用

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

）

」

と

、

「

退

職

の

日

に

お

け

る

そ

の

者

の

給

料

の

調

整

額

の

額

（

退

職

の

日

に

給

料

の

調

整

額

の

支

給

を

受

け

て

い

な

い

者

に

つ

い

て

は

、

退

職

の

日

の

直

近

の

時

期

に

受

け

て

い

た

給

料

の

調

整

額

の

額

に

相

当

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

額

）

と

、

そ

の

者

が

最

も

長

期

間

に

わ

た

り

支

給

を

受

け

て

い

た

給

料

の

調

整

額

の

額

に

相

当

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

額

と

の

い

ず

れ

か

多

い

額

の

も

の

に

、

給

料

の

調

整

額

を

受

け

て

い

た

期

間

を

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

勤

続

期

間

と

み

な

し

て

得

た

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

」

と

あ

る

の

は

「

そ

の

者

が

六

十

歳

に

達

し

た

日

後

に

お

け

る

最

初

の

四

月

一

日

（

以

下

「

特

定

日

」

と

い

う

。

）

の

前

日

に

お

け

る

そ

の

者

の

給

料

の

調

整

額

の

額

に

相

当

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

額

（

同

日

に

給

料

の

調

整

額

の

支

給

を

受

け

て

い

な

い

者

に

つ

い

て

は

、

同

日

の

直

近

の

時

期

に

受

け

て

い

た

給

料

の

調

整

額

の

額

に

相

当

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

額

）

と

、

そ

の

者

が

同

日

ま

で

の

期

間

に

お

い

て

最

も

長

期

間

に

わ

た

り

支

給

を

受

け

て

い

た

給

料

の

調

整

額

の

額

に

相

当

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

額

と

の

い

ず

れ

か

多

い

額

の

も

の

に

、

同

日

ま

で

の

期

間

に

お

い

て

給

料

の

調

整

額

を

受

け

て

い

た

期

間

を

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

勤

続

期

間

と

み

な

し

て

得

た

支

給

割

合

（

以

下

「

特

定

日

前

に

係

る

支

給

割

合

」

と

い

う

。

）

を

乗

じ

て

得

た

額

及

び

退

職

の

日

に

お

け

る

そ

の

者

の

給

料

の

調

整

額

の

額

（

退

職

の

日

に

給

料

の

調

整

額

の

支

給

を

受

け

て

い

な

い

者

に

つ

い

て

は

、

特

定

日

以

後

で

退

職

の

日

の

直

近

の

時

期

に

受

け

て

い

た

給

料

の

調

整

額

の

額

に

相

当

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

額

）

と

、

そ

の

者

が

特

定

日

以

後

で

最

も

長

期

間

に

わ

た

り

支

給

を

受

け

て

い

た

給

料

の

調

整
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額

の

額

に

相

当

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

額

と

の

い

ず

れ

か

多

い

額

の

も

の

に

、

給

料

の

調

整

額

を

受

け

て

い

た

期

間

を

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

勤

続

期

間

と

み

な

し

て

得

た

支

給

割

合

か

ら

特

定

日

前

に

係

る

支

給

割

合

を

減

じ

て

得

た

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

の

合

計

額

」

と

す

る

。

当

分

の

間

、

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

付

則

第

七

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

28

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

九

条

第

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

前

項

」

と

あ

る

の

は

「

前

項

（

付

則

第

二

十

二

項

、

第

二

十

三

項

及

び

第

二

十

五

項

か

ら

第

二

十

七

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

）

」

と

、

「

退

職

時

に

受

け

て

い

た

教

職

調

整

額

の

額

に

教

職

調

整

額

を

受

け

て

い

た

期

間

（

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

に

規

定

す

る

園

長

及

び

副

園

長

の

職

に

あ

つ

た

者

か

ら

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

等

に

関

す

る

特

別

措

置

に

関

す

る

条

例

第

三

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

者

と

な

つ

た

も

の

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

適

用

を

受

け

た

日

か

ら

退

職

の

日

ま

で

継

続

し

て

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

て

い

た

期

間

に

限

る

。

）

を

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

勤

続

期

間

と

み

な

し

て

得

た

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

」

と

あ

る

の

は

「

そ

の

者

が

六

十

歳

に

達

し

た

日

後

に

お

け

る

最

初

の

四

月

一

日

（

以

下

「

特

定

日

」

と

い

う

。

）

の

前

日

に

お

け

る

そ

の

者

の

教

職

調

整

額

の

額

に

、

同

日

ま

で

の

当

該

教

職

調

整

額

を

受

け

て

い

た

期

間

（

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

に

規

定

す

る

園

長

及

び

副

園

長

の

職

に

あ

つ

た

者

か

ら

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

等

に

関

す

る

特

別

措

置

に

関

す

る

条

例

第

三

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

者

と

な

つ

た

も

の
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に

あ

つ

て

は

、

そ

の

適

用

を

受

け

た

日

か

ら

退

職

の

日

ま

で

継

続

し

て

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

て

い

た

期

間

の

う

ち

、

特

定

日

の

前

日

ま

で

の

も

の

に

限

る

。

）

を

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

勤

続

期

間

と

み

な

し

て

得

た

支

給

割

合

（

以

下

「

特

定

日

前

に

係

る

支

給

割

合

」

と

い

う

。

）

を

乗

じ

て

得

た

額

及

び

退

職

時

に

受

け

て

い

た

教

職

調

整

額

の

額

に

教

職

調

整

額

を

受

け

て

い

た

期

間

（

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

に

規

定

す

る

園

長

及

び

副

園

長

の

職

に

あ

つ

た

者

か

ら

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

等

に

関

す

る

特

別

措

置

に

関

す

る

条

例

第

三

条

第

一

項

の

適

用

を

受

け

る

者

と

な

つ

た

も

の

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

適

用

を

受

け

た

日

か

ら

退

職

の

日

ま

で

継

続

し

て

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

て

い

た

期

間

に

限

る

。

）

を

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

勤

続

期

間

と

み

な

し

て

得

た

支

給

割

合

か

ら

特

定

日

前

に

係

る

支

給

割

合

を

減

じ

て

得

た

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

の

合

計

額

」

と

す

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

二

条

、

第

三

条

、

第

五

条

、

第

七

条

及

び

第

八

条

の

改

正

規

定

、

第

九

条

の

改

正

規

定

（

「

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

」

を

「

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

の

四

ま

で

」

に

改

め

る

部

分

に

限

る

。

）

、

第

十

一

条

の

改

正

規

定

（

「

前

条

第

四

項

」

を

「

第

十

条

第

四

項

」

に

改

め

る

部

分

を

除

く

。

）

、

第

十

三

条

、

第

十

四

条

及

び

付

則

第

十

六

項

の

改

正

規

定

並

び

に

次

項

、

付

則

第

四

項

及

び

第

五

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

。

）

第

二

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

前

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

施

行

の

日

か

ら

令

和

五

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

限

り

、

同

条

第

一

項

第

一

号

中

「

常

時

勤

務

を

要

す

る

も

の

」

と

あ

る

の

は

、

「

常

時

勤

務

を

要

す

る

も

の

（

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

を

除

く

。

以

下

同

じ

。

）

」

と

す

る

。

３

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

五

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

改

正

後

の

条

例

第

二

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

第

一

号

中

「

常

時

勤

務

を

要

す

る

も

の

」

と

あ

る

の

は

、

「

常

時

勤

務

を

要

す

る

も

の

（

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

五

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

を

除

く

。

以

下

同

じ

。

）

」

と

す

る

。

４

改

正

後

の

条

例

第

十

三

条

第

四

項

の

規

定

は

、

令

和

四

年

七

月

一

日

以

後

に

同

項

の

事

業

を

開

始

し

た

職

員

そ

の

他

こ

れ

に

準

ず

る

も

の

と

し

て

同

項

の

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

職

員

に

該

当

す

る

に

至

っ

た

者

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

５

改

正

後

の

条

例

付

則

第

十

六

項

の

規

定

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。



東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

九

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

五

号

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

（

昭

和

四

十

四

年

九

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

の

四

中

第

五

項

を

第

六

項

と

し

、

第

四

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

５

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

区

長

は

、

体

育

施

設

の

指

定

管

理

者

を

指

定

す

る

場

合

（

前

項

に

規

定

す

る

場

合

を

除

く

。

）

に

お

い

て

、

既

に

当

該

体

育

施

設

以

外

の

体

育

施

設

の

指

定

管

理

者

と

し

て

指

定

さ

れ

て

い

る

も

の

（

以

下

「

既

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

か

ら

提

出

さ

れ

た

事

業

計

画

書

そ

の

他

規

則

で

定

め

る

書

類

を

審

査

し

、

か

つ

、

実

績

等

を

考

慮

し

て

、

既

指

定

管

理

者

が

当

該

体

育

施

設

の

設

置

目

的

を

最

も

効

果

的

か

つ

効

率

的

に

達

成

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、

既

指

定

管

理

者

を

議

会

の

議

決

を

経

て

、

当

該

体

育

施

設

の

指

定

管

理

者

に

指

定

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

別

表

第

一

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

立

豊

島

五

丁

目

グ

リ

ー

ン

ス

ポ

東

京

都

北

区

豊

島

五

丁

目

六

番

先

ー

ツ

広

場

別

表

第

二

の

一

の

項

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。
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豊

島

陸

上

二

時

間

五

、

五

二

○

円

二

○

○

円

一

○

○

円

五

○

円

五

丁

競

技

目

グ

場

リ

ー

ン

ス

多

目

二

、

四

四

○

円

ポ

ー

的

広

ツ

広

場

場

少

年

一

、

二

○

○

円

野

球

場

別

表

第

三

備

考

１

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。

た

だ

し

、

豊

島

五

丁

目

グ

リ

ー

ン

ス

ポ

ー

ツ

広

場

に

お

い

て

は

、

二

時

間

を

一

回

と

す

る

。

別

表

第

四

中

備

考

以

外

の

部

分

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

別

表

第

四

（

第

十

一

条

関

係

）



- 3 -

種

別

単

位

金

額

北

運

動

場

、

浮

間

子

ど

も

大

型

車

両

一

台

三

十

分

に

つ

き

六

○

○

円

ス

ポ

ー

ツ

広

場

及

び

赤

羽

ス

ポ

ー

ツ

の

森

公

園

競

技

一

台

全

日

四

、

八

○

○

円

場

大

型

車

両

以

外

の

車

両

一

台

三

十

分

に

つ

き

一

五

○

円

一

台

全

日

一

、

二

○

○

円

豊

島

五

丁

目

グ

リ

ー

ン

ス

大

型

車

両

以

外

の

車

両

一

台

一

回

五

○

○

円

ポ

ー

ツ

広

場

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

二

条

の

四

の

改

正

規

定

及

び

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。



- 4 -

（

準

備

行

為

）

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

別

表

第

一

に

規

定

す

る

体

育

施

設

の

指

定

管

理

者

の

指

定

に

関

し

必

要

な

手

続

及

び

使

用

申

請

そ

の

他

使

用

の

た

め

に

必

要

な

準

備

行

為

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。



東

京

都

北

区

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

九

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

六

号

東

京

都

北

区

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

手

数

料

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

一

の

百

二

十

二

の

項

中

「

第

八

十

五

条

第

五

項

」

を

「

第

八

十

五

条

第

六

項

」

に

改

め

、

同

表

百

二

十

二

の

二

の

項

中

「

第

八

十

五

条

第

六

項

」

を

「

第

八

十

五

条

第

七

項

」

に

改

め

、

同

表

百

二

十

七

の

五

の

項

中

「

第

八

十

七

条

の

三

第

五

項

」

を

「

第

八

十

七

条

の

三

第

六

項

」

に

改

め

、

同

表

百

二

十

七

の

六

の

項

中

「

第

八

十

七

条

の

三

第

六

項

」

を

「

第

八

十

七

条

の

三

第

七

項

」

に

改

め

、

同

表

百

三

十

の

項

中

「

基

づ

く

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

」

の

下

に

「

又

は

長

期

優

良

住

宅

維

持

保

全

計

画

（

以

下

「

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

等

」

と

い

う

。

）

」

を

加

え

、

「

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

認

定

申

請

手

数

料

」

を

「

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

等

認

定

申

請

手

数

料

」

に

、

「

又

は

改

築

し

よ

う

と

す

る

と

き

」

を

「

若

し

く

は

改

築

し

よ

う

と

す

る

と

き

又

は

当

該

住

宅

に

つ

い

て

建

築

行

為

を

行

わ

な

い

と

き

」

に

改

め

、

同

項

中

「

又

は

改

築

し

よ

（２）

う

と

す

る

」

を

「

若

し

く

は

改

築

し

よ

う

と

す

る

場

合

又

は

当

該

住

宅

に

つ

い

て

建

築

行

為

を

行

わ

な

い

」

に

改

め

、

同

表

百

三

十

一

の

項

中

「

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

の

」

を

「

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

等

の

」

に

、

「

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

変

更

認

定

申

請

手

数

料

」

を

「

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

等

変

更

認

定

申

請

手

数

料

」

に

、

「

又

は

改

築

す

る

際

に

」

を

「

若

し

く

は

改

築

す

る

際

に

認

定

を

受

け

た

も

の

又

は

当

該

住

宅

に

つ

い

て

建

築

行

為

を

行

わ

ず

に

」

に



- 2 -

改

め

、

同

表

百

三

十

三

の

項

中

「

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

」

を

「

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

等

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

令

和

四

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

表

第

一

の

百

二

十

二

の

項

、

百

二

十

二

の

二

の

項

、

百

二

十

七

の

五

の

項

及

び

百

二

十

七

の

六

の

項

の

改

正

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

議

会

議

員

及

び

東

京

都

北

区

長

の

選

挙

に

お

け

る

選

挙

運

動

の

公

費

負

担

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

十

月

七

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

七

号

東

京

都

北

区

議

会

議

員

及

び

東

京

都

北

区

長

の

選

挙

に

お

け

る

選

挙

運

動

の

公

費

負

担

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

議

会

議

員

及

び

東

京

都

北

区

長

の

選

挙

に

お

け

る

選

挙

運

動

の

公

費

負

担

に

関

す

る

条

例

（

平

成

六

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

第

二

号

イ

中

「

一

万

五

千

八

百

円

」

を

「

一

万

六

千

百

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

七

千

五

百

六

十

円

」

を

「

七

千

七

百

円

」

に

改

め

る

。

第

八

条

中

「

七

円

五

十

一

銭

」

を

「

七

円

七

十

三

銭

」

に

改

め

る

。

第

十

一

条

中

「

五

百

二

十

五

円

六

銭

」

を

「

五

百

四

十

一

円

三

十

一

銭

」

に

、

「

三

十

一

万

五

百

円

」

を

「

三

十

一

万

六

千

二

百

五

十

円

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

議

会

議

員

及

び

東

京

都

北

区

長

の

選

挙

に

お

け

る

選

挙

運

動

の

公

費

負

担

に

関

す

る

条

例

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

以

後

に

そ

の

期

日

を

告

示

さ

れ

る

選

挙

に

つ

い

て

適

用

し

、

施

行

日

の

前

日

ま

で

に

そ

の

期

日

を

告

示

さ

れ

た

選

挙

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。



東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

十

月

七

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

八

号

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

四

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

十

二

条

第

二

項

第

二

号

中

「

七

万

三

千

九

十

円

」

を

「

七

万

五

千

二

百

九

十

円

」

に

改

め

、

同

項

第

四

号

中

「

三

万

六

千

五

百

円

」

を

「

三

万

七

千

六

百

円

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

等

）

１

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。

）

の

規

定

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

（

以

下

「

適

用

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

適

用

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

新

条

例

第

十

二

条

第

二

項

第

二

号

及

び

第

四

号

の

規

定

は

、

適

用

日

以

後

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

介

護

補

償

に

つ

い

て

適

用

し

、

適

用

日

前

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

介

護

補

償

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

３

適

用

日

か

ら

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

の

前

日

ま

で

の

間

に



- 2 -

お

い

て

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

第

十

二

条

第

二

項

第

二

号

及

び

第

四

号

の

規

定

に

基

づ

く

介

護

補

償

（

適

用

日

か

ら

施

行

日

の

前

日

ま

で

の

間

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

も

の

に

限

る

。

）

と

し

て

支

払

わ

れ

た

金

額

は

、

新

条

例

の

規

定

に

基

づ

く

介

護

補

償

の

内

払

と

み

な

す

。



東

京

都

北

区

立

学

校

設

置

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

十

月

七

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

九

号

東

京

都

北

区

立

学

校

設

置

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

立

学

校

設

置

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

の

一

東

京

都

北

区

立

西

が

丘

小

学

校

の

項

中

「

東

京

都

北

区

十

条

仲

原

四

丁

目

五

番

十

七

号

」

を

「

東

京

都

北

区

西

が

丘

一

丁

目

十

二

番

十

四

号

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

十

月

七

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

五

十

号

東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

東

京

都

北

区

西

が

丘

み

ら

い

っ

子

ク

ラ

ブ

第

一

及

び

東

京

都

北

区

西

が

丘

み

ら

い

っ

子

ク

ラ

ブ

第

二

の

項

中

「

東

京

都

北

区

十

条

仲

原

四

丁

目

五

番

十

七

号

」

を

「

東

京

都

北

区

西

が

丘

一

丁

目

十

二

番

十

四

号

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

準

備

行

為

）

２

利

用

申

請

そ

の

他

学

童

ク

ラ

ブ

の

利

用

の

た

め

に

必

要

な

準

備

行

為

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。



東

京

都

北

区

地

域

公

共

交

通

基

本

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

十

月

七

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

五

十

一

号

東

京

都

北

区

地

域

公

共

交

通

基

本

条

例

目

次前

文

第

一

章

総

則

（

第

一

条

―

第

七

条

）

第

二

章

基

本

的

事

項

（

第

八

条

―

第

十

四

条

）

第

三

章

地

域

公

共

交

通

会

議

（

第

十

五

条

・

第

十

六

条

）

第

四

章

雑

則

（

第

十

七

条

―

第

十

九

条

）

付

則

東

京

都

北

区

は

、

豊

か

な

歴

史

と

文

化

遺

産

、

飛

鳥

山

の

桜

や

荒

川

の

水

辺

空

間

が

あ

り

、

山

手

線

、

京

浜

東

北

線

、

宇

都

宮

線

、

高

崎

線

、

埼

京

線

、

地

下

鉄

南

北

線

、

東

京

さ

く

ら

ト

ラ

ム

（

都

電

荒

川

線

）

及

び

都

営

・

民

間

バ

ス

路

線

が

通

り

、

埼

玉

県

に

接

し

「

東

京

の

北

の

玄

関

口

」

と

し

て

、

都

市

基

盤

の

進

展

と

と

も

に

交

通

利

便

性

の

優

れ

た

ま

ち

と

し

て

発

展

し

て

き

た

。一

方

、

南

北

に

崖

線

が

走

り

「

高

低

差

」

に

よ

る

地

形

的

な

課

題

が

あ

り

、

超

高

齢

社

会

の

急

速

な

進

行

や

バ

ス

路

線

の

再

編

等

に

伴

い

、

移

動

に

困

難

を

感

じ

る

区

民

の

声

が

高

ま

っ

て

い

る

。こ

の

よ

う

な

状

況

の

中

、

環

境

問

題

や

超

高

齢

社

会

に

対

応

し

、

よ

り

交

通

利

便

性

を

高

め

、
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魅

力

あ

る

東

京

都

北

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

を

創

造

し

「

多

様

な

交

通

手

段

を

活

用

し

て

、

誰

も

が

安

心

し

て

快

適

に

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

」

を

実

現

す

る

こ

と

が

重

要

で

あ

る

。

こ

の

考

え

方

は

「

Ｓ

Ｄ

Ｇ

ｓ

の

タ

ー

ゲ

ッ

ト

1
1
.
2

」

と

共

通

の

も

の

で

、

「

北

区

ゼ

ロ

カ

ー

ボ

ン

シ

テ

ィ

宣

言

」

に

も

つ

な

が

る

も

の

で

あ

る

。

そ

の

た

め

に

は

、

公

共

交

通

事

業

者

だ

け

で

は

な

く

、

区

や

区

民

、

事

業

者

も

一

体

と

な

っ

て

地

域

公

共

交

通

を

支

え

て

い

く

こ

と

が

求

め

ら

れ

て

い

る

。

よ

っ

て

こ

こ

に

、

地

域

公

共

交

通

が

区

民

の

暮

ら

し

を

支

え

、

自

由

に

移

動

で

き

る

手

段

と

し

て

、

区

民

が

将

来

に

わ

た

っ

て

安

全

に

住

み

続

け

る

た

め

に

必

要

不

可

欠

な

も

の

で

あ

る

こ

と

を

認

識

し

、

誰

も

が

安

心

し

て

快

適

に

地

域

公

共

交

通

で

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

を

目

指

し

て

、

こ

の

条

例

を

制

定

す

る

。

第

一

章

総

則

（

目

的

）

第

一

条

こ

の

条

例

は

、

誰

も

が

安

心

し

て

快

適

に

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

（

以

下

「

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

」

と

い

う

。

）

に

関

し

、

基

本

理

念

を

定

め

、

並

び

に

区

、

区

民

、

事

業

者

及

び

公

共

交

通

事

業

者

の

役

割

等

を

明

ら

か

に

す

る

と

と

も

に

、

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

に

関

す

る

施

策

（

以

下

「

施

策

」

と

い

う

。

）

の

基

本

的

事

項

を

定

め

る

こ

と

に

よ

り

、

施

策

を

区

、

区

民

、

事

業

者

及

び

公

共

交

通

事

業

者

の

協

働

に

よ

り

総

合

的

、

計

画

的

及

び

効

果

的

に

推

進

し

、

地

域

公

共

交

通

の

利

用

を

軸

と

し

た

人

中

心

の

ま

ち

づ

く

り

へ

の

転

換

を

図
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り

、

も

っ

て

区

民

が

安

全

で

暮

ら

し

や

す

い

社

会

の

実

現

に

寄

与

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

（

定

義

）

第

二

条

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

公

共

交

通

区

民

の

日

常

生

活

又

は

社

会

生

活

に

お

け

る

移

動

の

た

め

の

交

通

手

段

と

し

て

不

特

定

多

数

の

者

に

利

用

さ

れ

る

交

通

機

関

を

い

う

。

二

地

域

公

共

交

通

公

共

交

通

を

補

完

し

、

区

民

の

日

常

生

活

若

し

く

は

社

会

生

活

に

お

け

る

移

動

又

は

観

光

旅

客

そ

の

他

の

北

区

を

来

訪

す

る

者

等

の

移

動

の

た

め

の

交

通

手

段

と

し

て

利

用

さ

れ

る

公

共

交

通

機

関

を

い

う

。

三

区

民

区

内

に

住

所

を

有

す

る

者

及

び

区

内

に

勤

務

し

、

又

は

在

学

す

る

者

を

い

う

。

四

事

業

者

区

内

で

事

業

活

動

を

行

う

法

人

そ

の

他

の

団

体

及

び

個

人

を

い

う

。

た

だ

し

、

公

共

交

通

事

業

者

を

除

く

。

五

公

共

交

通

事

業

者

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

を

い

う

。

ア

軌

道

法

（

大

正

十

年

法

律

第

七

十

六

号

）

第

四

条

に

規

定

す

る

軌

道

経

営

者

イ

道

路

運

送

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

八

十

三

号

）

第

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

一

般

乗

合

旅

客

自

動

車

運

送

事

業

者

（

専

ら

高

速

自

動

車

国

道

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

七

十

九

号

）

第

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

高

速

自

動

車

国

道

を

利

用

し

て

、

都

市

間

の

旅

客

の

運

送

を

行

う

者

を

除

く

。

）

及

び

道

路

運

送

法

第

九

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る

一
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般

乗

用

旅

客

自

動

車

運

送

事

業

者

ウ

鉄

道

事

業

法

（

昭

和

六

十

一

年

法

律

第

九

十

二

号

）

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

許

可

を

受

け

た

鉄

道

事

業

者

（

旅

客

の

運

送

を

行

う

者

に

限

る

。

)

（

基

本

理

念

）

第

三

条

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

は

、

地

域

公

共

交

通

が

心

豊

か

に

元

気

で

快

適

な

生

活

を

送

る

た

め

に

必

要

不

可

欠

な

も

の

で

あ

る

と

の

認

識

の

下

、

区

は

地

域

公

共

交

通

の

利

用

を

軸

と

し

た

人

中

心

の

ま

ち

づ

く

り

へ

交

通

環

境

の

整

備

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

２

区

、

区

民

、

事

業

者

及

び

公

共

交

通

事

業

者

は

、

将

来

に

わ

た

っ

て

安

全

・

安

心

な

地

域

公

共

交

通

を

維

持

・

発

展

さ

せ

る

た

め

、

そ

れ

ぞ

れ

の

役

割

を

担

い

、

協

働

し

、

交

通

環

境

の

整

備

及

び

区

民

の

地

域

公

共

交

通

の

利

用

推

進

に

一

体

と

な

っ

て

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

区

の

責

務

）

第

四

条

区

は

、

前

条

の

基

本

理

念

に

の

っ

と

り

、

地

域

公

共

交

通

に

関

す

る

総

合

的

な

計

画

を

策

定

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

区

は

、

前

項

の

計

画

に

区

民

、

事

業

者

及

び

公

共

交

通

事

業

者

の

意

見

を

反

映

さ

せ

る

よ

う

努

め

る

と

と

も

に

、

そ

の

計

画

実

現

の

た

め

の

施

策

の

実

施

に

当

た

っ

て

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

理

解

と

協

力

を

得

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

区

民

の

役

割

）

第

五

条

区

民

は

、

地

域

公

共

交

通

の

利

用

を

軸

と

し

た

人

中

心

の

ま

ち

づ

く

り

へ

の

転

換

を

図
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る

た

め

、

地

域

公

共

交

通

の

利

用

の

促

進

に

つ

い

て

理

解

と

関

心

を

深

め

る

よ

う

努

め

る

と

と

も

に

、

区

が

推

進

す

る

施

策

に

協

力

す

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

（

事

業

者

の

役

割

）

第

六

条

事

業

者

は

、

事

業

活

動

及

び

従

業

員

の

通

勤

に

お

け

る

地

域

公

共

交

通

の

利

用

の

促

進

に

努

め

る

と

と

も

に

、

区

が

推

進

す

る

施

策

に

協

力

す

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

（

公

共

交

通

事

業

者

の

責

務

）

第

七

条

公

共

交

通

事

業

者

は

、

地

域

公

共

交

通

の

利

用

の

状

況

を

踏

ま

え

、

区

の

地

域

公

共

交

通

の

利

便

性

を

高

め

る

よ

う

ハ

ー

ド

・

ソ

フ

ト

一

体

的

な

取

組

の

推

進

に

努

め

る

と

と

も

に

、

区

が

推

進

す

る

施

策

に

協

力

す

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

２

公

共

交

通

事

業

者

は

、

そ

の

運

行

す

る

地

域

公

共

交

通

の

利

便

性

向

上

に

関

し

、

利

用

者

に

情

報

を

提

供

す

る

と

と

も

に

、

利

用

者

か

ら

の

要

望

等

に

対

し

て

は

、

そ

の

運

行

に

反

映

さ

せ

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

第

二

章

基

本

的

事

項

（

地

域

公

共

交

通

計

画

）

第

八

条

第

四

条

第

一

項

の

計

画

は

、

区

が

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

を

総

合

的

、

計

画

的

及

び

効

果

的

に

推

進

す

る

た

め

に

策

定

す

る

区

内

の

地

域

公

共

交

通

に

関

す

る

総

合

的

な

計

画

で

あ

る

北

区

地

域

公

共

交

通

計

画

（

以

下

「

計

画

」

と

い

う

。

）

と

す

る

。

２

区

は

、

計

画

を

策

定

す

る

と

き

は

、

第

十

五

条

に

規

定

す

る

北

区

地

域

公

共

交

通

会

議

の

意
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見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

れ

を

改

定

す

る

と

き

も

同

様

と

す

る

。

３

区

は

、

計

画

を

策

定

し

、

又

は

改

定

し

た

と

き

は

、

速

や

か

に

こ

れ

を

公

表

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

地

域

公

共

交

通

の

環

境

整

備

）

第

九

条

区

は

、

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

を

推

進

す

る

た

め

、

地

域

公

共

交

通

の

環

境

整

備

を

行

う

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

区

は

、

地

域

の

安

全

・

安

心

の

推

進

及

び

環

境

負

荷

の

低

減

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

２

区

は

、

前

項

の

環

境

整

備

を

行

う

に

当

た

っ

て

は

、

地

域

公

共

交

通

の

利

用

を

軸

と

し

た

人

中

心

の

ま

ち

づ

く

り

へ

の

転

換

を

図

る

た

め

、

様

々

な

主

体

と

連

携

し

て

地

域

公

共

交

通

の

整

備

を

行

う

も

の

と

す

る

。

３

区

は

、

地

域

公

共

交

通

に

係

る

技

術

革

新

の

調

査

及

び

導

入

に

関

す

る

各

種

検

討

を

行

う

も

の

と

す

る

。

４

区

は

、

身

体

に

障

害

の

あ

る

者

、

移

動

が

困

難

な

高

齢

者

等

の

移

動

を

確

保

す

る

こ

と

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

（

地

域

公

共

交

通

の

導

入

）

第

十

条

区

は

、

地

域

公

共

交

通

機

能

の

向

上

を

要

す

る

箇

所

に

つ

い

て

は

、

公

共

交

通

事

業

者

に

協

力

を

求

め

る

と

と

も

に

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

バ

ス

、

小

型

乗

合

交

通

・

タ

ク

シ

ー

等

（

デ

マ

ン

ド

型

等

）

（

以

下

「

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

バ

ス

等

」

と

い

う

。

）

を

導

入

し

、

当

該

箇

所

の

交

通

手
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段

が

確

保

さ

れ

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

２

区

に

お

け

る

バ

ス

等

の

交

通

体

系

は

路

線

バ

ス

を

基

本

と

し

、

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

バ

ス

等

は

こ

れ

を

補

完

す

る

も

の

と

す

る

。

３

区

は

、

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

バ

ス

等

を

導

入

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

区

民

の

意

見

を

聴

取

す

る

と

と

も

に

第

十

五

条

に

規

定

す

る

北

区

地

域

公

共

交

通

会

議

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

れ

を

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

も

同

様

と

す

る

。

（

意

識

の

啓

発

等

）

第

十

一

条

区

は

、

地

域

公

共

交

通

の

利

用

の

促

進

等

、

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

に

関

す

る

区

民

及

び

事

業

者

の

意

識

の

啓

発

に

努

め

る

と

と

も

に

、

区

民

及

び

事

業

者

に

よ

る

自

主

的

か

つ

自

発

的

な

活

動

が

推

進

さ

れ

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

区

民

意

見

の

聴

取

）

第

十

二

条

区

は

、

施

策

を

推

進

す

る

た

め

区

民

意

見

の

聴

取

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

（

表

彰

）

第

十

三

条

区

は

、

施

策

の

推

進

に

著

し

く

貢

献

し

た

者

を

表

彰

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

区

民

等

へ

の

支

援

）

第

十

四

条

区

は

、

施

策

を

推

進

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

区

民

、

事

業

者

又

は

公

共

交

通

事

業

者

に

対

し

、

技

術

的

又

は

財

政

的

な

支

援

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

第

三

章

地

域

公

共

交

通

会

議
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（

設

置

）

第

十

五

条

施

策

の

推

進

及

び

地

域

の

実

情

に

即

し

た

地

域

公

共

交

通

の

利

便

性

向

上

に

必

要

と

な

る

事

項

を

協

議

す

る

た

め

、

道

路

運

送

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

六

年

運

輸

省

令

第

七

十

五

号

）

第

九

条

の

二

に

規

定

す

る

地

域

公

共

交

通

会

議

と

し

て

、

北

区

地

域

公

共

交

通

会

議

を

置

く

。

（

組

織

）

第

十

六

条

北

区

地

域

公

共

交

通

会

議

は

、

区

長

が

委

嘱

し

、

又

は

任

命

す

る

委

員

を

も

っ

て

組

織

す

る

。

２

こ

の

章

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

北

区

地

域

公

共

交

通

会

議

の

組

織

及

び

運

営

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

別

に

定

め

る

。

第

四

章

雑

則

（

財

政

上

の

措

置

）

第

十

七

条

区

は

、

施

策

を

推

進

す

る

た

め

に

必

要

な

財

政

上

の

措

置

を

講

ず

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

（

国

等

に

対

す

る

要

請

等

）

第

十

八

条

区

は

、

施

策

を

推

進

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

国

、

東

京

都

そ

の

他

関

係

団

体

に

対

し

、

必

要

な

協

力

の

要

請

又

は

提

案

を

行

う

も

の

と

す

る

。

（

委

任

）
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第

十

九

条

こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

別

に

定

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

存

す

る

北

区

地

域

公

共

交

通

計

画

に

つ

い

て

は

、

こ

の

条

例

の

規

定

に

基

づ

き

策

定

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

。

３

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

存

す

る

北

区

地

域

公

共

交

通

会

議

に

つ

い

て

は

、

こ

の

条

例

の

規

定

に

基

づ

き

設

置

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

。


